
 

第９回 新薬剤師養成問題懇談会 次第 

 

１．日 時： 平成２１年７月１６日（木）10：00～12：00  

２．場 所： 金融庁９階 共用会議室－１ ９０３号室  

３．議 事：  

（１）現状の取組み報告について  

（２）協議事項  

・新薬剤師養成問題懇談会に関する申合せについて 

・実務実習について  

・薬剤師需給について 

（３）その他 
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平成１７年１月１３日

新薬剤師養成問題懇談会に関する申合せ

国公立大学薬学部長（科長・学長）会議
（社） 日 本 私 立 薬 科 大 学 協 会
（社） 日 本 病 院 薬 剤 師 会
（社） 日 本 薬 剤 師 会
文部科学省高等教育局医学教育課
厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 総 務 課

（趣旨）
学校教育法の一部を改正する法律及び薬剤師法の一部を改正する法律が成立

し、平成１８年４月より薬剤師養成のための薬学教育の修業年限が６年となる
ことを受け、今後の薬剤師養成において当面する諸課題に対する各関係機関の
役割を明確化し、新制度下での薬剤師養成の円滑な実施に資するため、新たに
薬剤師養成問題懇談会を開催する。

（組織）
懇談会は、次の６者をもって構成する。

①国公立大学薬学部長（科長・学長）会議
②（社）日本私立薬科大学協会
③（社）日本病院薬剤師会
④（社）日本薬剤師会
⑤文部科学省高等教育局医学教育課
⑥厚生労働省医薬食品局総務課

なお、オブザーバーとして次の３者の参加を認め、必要に応じこれら以外の
組織の参加も認めることとする。
①有限責任中間法人 薬学教育協議会
②日本薬学会薬学教育改革大学人会議
③（財）日本薬剤師研修センター

（懇談事項）
①長期実務実習の実施体制の整備について
②共用試験の実施に向けた検討について
③第三者評価の実施に向けた検討について
④薬剤師需給について
⑤生涯学習及び研修の充実方策について
⑥その他

（開催日）
原則として年に数回開催する。

（事務局）
本懇談会に関する庶務は、文部科学省高等教育局医学教育課及び厚生労働省

医薬食品局総務課が担当し、関係経費は６者が各々負担する。
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資料 ２ 
 

新薬剤師養成問題懇談会名簿 
平成２１年７月１６日現在 

 
○国公立大学薬学部長（科長・学長）会議 
 勝野 眞吾  幹事 
 畑山 範   次期幹事 
 
○社団法人日本私立薬科大学協会 
 高栁 元明  会長 
 井上 圭三  副会長 
 
○社団法人日本病院薬剤師会 
 堀内 龍也  会長 

山田 勝士  副会長 
 矢後 和夫  常務理事 
 
○社団法人日本薬剤師会 
 児玉  孝  会長 
 生出泉太郎  副会長 

森  昌平  常務理事 
  
○文部科学省 
 新木 一弘  高等教育局医学教育課長 
 渡部 廉弘  高等教育局医学教育課課長補佐 

吉田 博之  高等教育局医学教育課課長補佐（併）薬学教育専門官 
 川村  優  高等教育局医学教育課専門職 
 
○厚生労働省 
 川尻 良夫  医薬食品局総務課長 
 関野 秀人  医薬食品局総務課薬事企画官 
 近藤 恵美子 医薬食品局総務課課長補佐 
 桂  栄美  医薬食品局総務課薬剤業務指導官  
 
（オブザーバー） 
●一般社団法人薬学教育協議会 
 望月 正隆  代表理事 
 百瀬 和享  事務局長 

須田 晃治  参与 
 
●社団法人日本薬学会薬学教育改革大学人会議 
 長野 哲雄  座長 

市川  厚  メンバー 
井上 圭三  メンバー（再掲）  

 
●財団法人日本薬剤師研修センター 
 井村 伸正  理事長 
 平山 一男  専務理事 





























資料 ４ 

 
 
 
 
 
 

第９回新薬剤師養成問題懇談会 
 

厚生労働省 
提出資料 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

平成２１年７月１６日 

















































































































































資料 ５ 

 
 
 
 
 
 

第９回新薬剤師養成問題懇談会 
 

国公立大学薬学部長（科長・学長）会議 
提出資料 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

平成２１年７月１６日 



 
 

第９回新薬剤師養成問題懇談会 提出資料 

 
国公立大学薬学部長（科長・学長）会議 

 

 

（１）平成２１年度国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（第１回）

を開催した。なお、協議事項等は以下のとおり。 

 

日時：平成２１年６月５日（金）午前１０時から 

場所：ＫＫＲ ＨＯＴＥＬ ＴＯＫＹＯ 

 

１．協 議 事 項 
① 議事要旨と署名人及び来年度当番校について 
② 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議規約第７条の幹事３名について 
③ 国立大学附属病院薬剤部長会議代表者との懇談会について 
④ 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議の決算及び予算について 
⑤ 国立大学医療人養成等推進協議会薬学部長会議委員の選出について 
⑥ ６年制教育に係る経費負担について 
⑦ ４年制学科の薬剤師国家試験受験資格認定について 
⑧ 大学院設置状況について 

 
２．報 告 事 項 
① 国立大学医療人養成等推進協議会報告について 
② 新薬剤師養成問題懇談会報告について 
③ 関連学協会に対する対応について 

・全国薬科大学長・薬学部長会議 
・薬学教育協議会 
・薬剤師認定認証機構会議 

④ 国公立大学薬用植物園園長会議からの文部科学省への要望について 
 
３．文部科学省より説明、質疑応答 

 
４．その他 
① 平成２１年度国立大学薬学部長（科長）会議からの文部科学省への要望書に

ついて  
 
 
（２）国立大学附属病院薬剤部長会議と国公立大学薬学部長（科長・学

長）会議の代表者懇談会を下記のとおり開催し、長期実務実習等

について協議した。 

 

日時：平成２１年６月４日（木）午後４時から 

場所：ＫＫＲ ＨＯＴＥＬ ＴＯＫＹＯ                  



資料 ６ 

 
 
 
 
 
 

第９回新薬剤師養成問題懇談会 
 

社団法人日本私立薬科大学協会 
提出資料 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

平成２１年７月１６日 



 

 

     平成 21 年度 第 1 回 通常総会 会議次第 
 
日 時  平成 21 年 6 月 2 日（火）13:00～16:00（他機関との懇談 16:00～） 
場 所  アルカディア市ヶ谷（会議室）    
 
１．会長挨拶 

２．出席状況及び定足数の確認                （資料２） 

３．議事録署名人指名 

４．事務報告                        （資料３） 

５．協議事項等（報告事項を含む） 

 （１）役員の選任について                 （資料４） 

 （２）平成 20 年度事業報告について             （資料５） 

 （３）平成 20 年度決算報告及び監査報告について       （資料６） 

 （４）平成 21 年度教育賞受賞者の推薦について        

 （５）学生の入学定員及び入学者数について         （資料 7） 

 （６）実務実習について                  （資料 8） 

   ① 実習受入施設の確定及び実習費用の額等の協議状況 

   ② 実習に必要な施設の確保等についてのアンケート調査 

   ③ 国の財政的支援に関する要望 

  ④ 大学と実習施設との連携について 

（７）薬学教育協議会について               （資料 9） 

（８）薬学共用試験について                （資料 10） 

（９）薬学教育第三者評価について             （資料 11） 

 （10）その他 

    ① 平成 21・22 年度主要会議開催予定日について    （資料 12） 

    ② その他 

６．薬学教育の諸問題について文部科学省及び厚生労働省との懇談 

   ① 文部科学省高等教育局    新木医学教育課長    （資料 13） 

   ② 厚生労働省医薬食品局総務課 関野薬事企画官     （資料 14） 
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 社団法人 日本私立薬科大学協会 平成 20 年度事業報告書  
 

Ⅰ．事業の概要 
 平成 18 年度に薬学教育 6 年制が導入されたことに伴い、教育内容、実務実習実

施体制の整備、薬学共用試験及び薬学教育第三者評価の実施に係る基本的事項の検

討並びに学生入学定員の遵守等について、総会、理事会、検討委員会を中心に検討

すると共に、新薬剤師養成問題懇談会（新六者懇）及び全国薬科大学長・薬学部長

会議等が行う調査等に協力した。 
 
個々の事業内容については次のとおりである。 

１．教育、研究のための調査研究 
（１）教育、研究体制の整備について 
    薬学教育改革による学校教育法、同法施行規則及び大学設置基準等の改正に

伴う諸問題（教育内容、実務実習、薬学共用試験、薬学教育第三者評価の実施

体制並びに学生入学定員等）について、調査検討した。 
また、全国薬科大学長・薬学部長会議、薬学教育協議会、薬学共用試験セン

ター、薬学教育評価機構及び薬学会等における実務実習、薬学共用試験、薬学

教育第三者評価の調査等に協力した。 
 
（２）薬剤師国家試験問題について 
    薬系国公立１７大学を含めた国家試験問題検討委員会（基礎薬学、医療薬学、

衛生薬学、薬事関係法規・薬事関係制度部会）を開催し、国家試験問題につい

て調査検討を行い、その結果を厚生労働省に提出した。 
 
２．薬科大学の管理運営等 
（１）教育賞の授与について 
    本協会は、毎年度薬剤師教育の進歩発展と薬剤師の資質向上に功績を挙げ、

薬剤師養成のための薬学教育に多大な貢献をした者に対し日本私立薬科大学協

会教育賞を授与しているが、本年度は選考の結果、適格者がなく表彰するにい

たらなかった。 
 
（２）学生の入学定員及び入学者数の取扱いについて 
    今後の学生入学定員の遵守について協議した結果、薬学教育内容及び指導体
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制の一層の充実並びに長期実務実習実施施設の円滑な確保等からも、従来どお

り入学定員と入学者数が等しくなるよう極力努めることを確認し、平成 20 年

度第１回及び第２回の総会において、以下のことを実施した。 
① 学生の入学定員と入学者数は等しくなるよう極力努める申し合わせを再

確認 
② 平成 20 年度入学者数が入学定員の 1.1 倍以上の大学については、入学定

員超過の原因及び今後の改善策についての文書の提出 
 
（３）実務実習について 
    実務実習経費の額については、薬学教育協議会（実務実習推進委員会）及び

新薬剤師養成問題懇談会での検討結果である「平成２２年度から２４年度まで

の暫定的な措置として、病院、薬局ともに各１１週間で薬学生一人当たり約２

７万円を標準とする。」を了承した。しかし、病院実務実習については必ずしも

標準額が守られていないことから、実務実習検討委員会において実習費用の標

準額約２７万円を強く主張していくこと、また、実務実習に対する国からの財

政支援も要望していくことが検討された。 
    なお、第２回通常総会には、日本薬剤師会及び日本病院薬剤師会の両会長に

出席願い、実務実習の検討状況について説明を受けた。 
     
（４）薬学共用試験について 
    薬学共用試験検討委員会において、共用試験（CBT 及び OSCE）の合格基 

準、受験料の額及び受験料徴収方法について検討を行った。 
 
（５）薬学教育第三者評価について 
    薬学教育評価機構設立準備委員会においてまとめた、社団法人化への体制作

り、同機構の組織・定款・財政基盤などについて検討し、協会として了承した。 
    なお、平成２０年１２月１０日に一般社団法人薬学教育評価機構が認可され

た。 
 
（６）薬学教育協議会への委託事業について 
    平成１６年度に委託した「長期実務実習に関する調整及び第三者評価に関す

る調査研究事業（平成１６年度～平成１９年度）」の報告書の提出があった。ま

た、新たに平成２０年度・２１年度に実施する「長期実務実習実施のための
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OSCE 模擬患者育成及び実務実習調整に関する調査研究事業」の委託を行った。 
 
（７）就職・採用選考活動の早期化の是正について 
    就職問題検討委員会から、近年の企業の採用選考活動の早期化は、大学の教

育機能の低下を招くものであり、また、長期実務実習を円滑に実施するために

も、早期化是正の必要性が提案され、当協会会長名で日本製薬団体連合会等へ

要望書を提出した。 
 
（８）公益法人制度改革について 
    平成２０年１２月１日から施行された新公益法人制度について、今後、当協

会は公益社団法人、一般社団法人のどちらを目指すかは、公益社団法人として

の認可の可能性、類似の他団体等の動向なども勘案し、引き続き検討すること

となった。 
 
（９）各種調査資料の作成について 

学生・教職員数、入試要項、学生納付金、入学志願者の動向及び卒業生の就

職状況等を調査し、協会及び各大学の検討資料とした。 
 
（10）会報（協会だより）の刊行について 
    事業活動状況（諸会議議事録、各種調査結果等）、事業計画・報告、収支予算・

決算及び大学紹介等について掲載し、年 2 回各大学へ配布した。 
 
（11）広報活動について 
    各大学の入試状況を調査し、入試案内（冊子）を作成して全国の高校（5,202

校）及び予備校（200 校）等へ配布した。 
 

３．薬剤師の生涯教育 
  各大学における卒後研修の実態を調査し、調査結果を各大学に配布した。 
 
４．その他 
 ○ 平成19 年度事業報告、決算、監査報告を承認した。 
 ○ 平成21 年度の事業計画を決定した。 
 ○ 平成21 年度の収支予算を決定した。 
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Ⅱ．諸会議開催状況 
 

会  議  名 開 催 月 日 開 催 場 所 

（常務理事会）    
第 28 回常務理事会 21. 3.  3 （火） アルカディア市ヶ谷 
    
（理事会）    

第 90 回 理事会 20. 5. 13 （火） アルカディア市ヶ谷 
第 91 回 理事会 20. 6.  3 （火） アルカディア市ヶ谷 
第 92 回 理事会 20. 7.  1 （火） アルカディア市ヶ谷 
第 93 回 理事会 20. 11. 4 （火） アルカディア市ヶ谷 

 第 94 回 理事会 20. 11.25 （火） 東京ガーデンパレス 
第 95 回 理事会 21. 3.  3 （火） アルカディア市ヶ谷 
    
（総 会）    

平成 20 年度第１回 総会 20. 6.  3 （火） アルカディア市ヶ谷 
平成 20 年度第２回 総会 20. 11.25 （火） 東京ガーデンパレス 
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Ⅲ．各種委員会開催状況 
 

委 員 会 名 開催月日等 開 催 場 所 

    
第 27 回事務局長会議 20. 7.11 （金） 東京ガーデンパレス 
第 28 回学生部長会議 20.12. 5 （金） 北陸大学薬学部 
第 28 回教務部長会議 20.12. 5 （金） 札幌ガーデンパレス 

    
国家試験問題検討委員会    
 第 14 回 薬事関係法規 
・薬事関係制度部会 20. 5. 10 （土） 高崎健康福祉大学 

 第 14 回 衛生薬学部会 20. 6. 13 （金） 名古屋ガーデンパレス 
 第 14 回 医療薬学部会   アンケート調査 
 第 14 回 基礎薬学部会 20. 6.  6 （金） 大阪ガーデンパレス 
    
教育賞受賞者選考委員会    
 受賞者選考委員会 20. 11. 4 （火） アルカディア市ヶ谷 
    
法人制度改革検討委員会    
  第１回検討委員会 20.10. 2 （木） アルカディア市ヶ谷 
学校法人問題検討委員会    
  第１回検討委員会  20.10. 2 （木） アルカディア市ヶ谷 
共用試験検討委員会    
  第１回検討委員会 20.11. 4 （火） アルカディア市ヶ谷 
定員問題検討委員会    
  第１回検討委員会 20.11. 4 （火） アルカディア市ヶ谷 
就職問題検討委員会    
  第１回検討委員会 20.11. 4 （火） アルカディア市ヶ谷 
実務実習検討委員会    
  第１回検討委員会 20.11.21 （金） 慶應義塾大学芝共立キャンパス 



 6

Ⅳ．調 査 実 施 項 目 
  

１．平成 1９年度 実務実習実施状況、実務実習施設数及び人数調 

 

２．平成 1９年度 薬学部経常費補助金交付額調 

 

３．平成 1９年度 卒後教育実施状況調 

 

４．平成 1９年度 薬学部卒業生進路調（平成２０年３月卒業生） 

 

５．平成 1９年度 大学院修了者進路調（平成２０年３月修了者） 

 

６．平成２０年度 薬学部入学志願者動向調（志願者、合格者、入学者、併願校等） 

 

７．平成２０年度 大学院入学志願者調 

 

８．平成２０年度 薬学部学生、専任教員及び職員数調（平成２０年５月１日現在） 

 

９．平成２０年度 薬学部在学生（３年生）出身校都道府県別調 

（平成２０年 6月 1 日現在） 

10．平成２１年度 薬学部学生納付金調 

 

11．平成２１年度 大学院生納付金調 

 

12．平成２１年度 薬学部入学志願者調 
 
 
 



入学定員A 入学者数B B / A 入学定員A 入学者数B B / A 入学定員A 入学者数B B / A

北海道医療大学 150 170 1.13 150 170 1.13 150
北海道薬科大学 210 243 1.16 210 243 1.16 210
青 森 大 学 90 61 0.68 90 61 0.68 120
岩 手 医 科 大 学 160 172 1.08 160 172 1.08 160
東 北 薬 科 大 学 330 348 1.05 50 37 0.74 380 385 1.01 380
いわき明星大学 150 73 0.49 150 73 0.49 150
奥 羽 大 学 140 93 0.66 140 93 0.66 200
国際医療福祉大学 180 118 0.66 180 118 0.66 180
高崎健康福祉大学 90 94 1.04 90 94 1.04 90
城 西 大 学 250 333 1.33 50 36 0.72 300 369 1.23 300
日 本 薬 科 大 学 320 270 0.84 320 270 0.84 320
城 西 国 際 大 学 180 95 0.53 180 95 0.53 180
千 葉 科 学 大 学 150 116 0.77 80 32 0.40 230 148 0.64 260
帝 京 平 成 大 学 240 235 0.98 240 235 0.98 240
北 里 大 学 260 20 280 288 1.03 280
慶 應 義 塾 大 学 180 176 0.98 30 33 1.10 210 209 1.00 210
昭 和 大 学 200 209 1.05 200 209 1.05 200
昭 和 薬 科 大 学 240 258 1.08 240 258 1.08 240
帝 京 大 学 320 324 1.01 320 324 1.01 320
東 京 薬 科 大 学 420 453 1.08 420 453 1.08 420
東 京 理 科 大 学 80 75 0.94 100 120 1.20 180 195 1.08 180
東 邦 大 学 220 252 1.15 220 252 1.15 220
日 本 大 学 240 269 1.12 240 269 1.12 240
星 薬 科 大 学 260 267 1.03 20 41 2.05 280 308 1.10 280
武 蔵 野 大 学 145 150 1.03 145 150 1.03 145
明 治 薬 科 大 学 300 335 1.12 60 69 1.15 360 404 1.12 360
横 浜 薬 科 大 学 360 363 1.01 360 363 1.01 360
新 潟 薬 科 大 学 180 210 1.17 180 210 1.17 180
北 陸 大 学 306 146 0.48 306 146 0.48 306
愛 知 学 院 大 学 150 151 1.01 150 151 1.01 150
金 城 学 院 大 学 150 122 0.81 150 122 0.81 150
名 城 大 学 250 288 1.15 250 288 1.15 250
鈴鹿医療科学大学 100 115 1.15 100 115 1.15 100
京 都 薬 科 大 学 360 406 1.13 360 406 1.13 360
同志社女子大学 120 113 0.94 120 113 0.94 120
立 命 館 大 学 100 99 0.99 100 99 0.99 100
大 阪 大 谷 大 学 140 151 1.08 140 151 1.08 140
大 阪 薬 科 大 学 270 30 300 344 1.15 300
近 畿 大 学 150 177 1.18 30 44 1.47 180 221 1.23 180
摂 南 大 学 220 228 1.04 220 228 1.04 220
神 戸 学 院 大 学 250 251 1.00 250 251 1.00 250
神 戸 薬 科 大 学 270 277 1.03 270 277 1.03 270
姫 路 獨 協 大 学 120 85 0.71 120 85 0.71 120
兵 庫 医 療 大 学 150 150 1.00 150 150 1.00 150
武庫川女子大学 210 203 0.97 40 40 1.00 250 243 0.97 250
就 実 大 学 150 73 0.49 150 73 0.49 150
広 島 国 際 大 学 160 180 1.13 160 180 1.13 160
福 山 大 学 200 107 0.54 200 107 0.54 200
安 田 女 子 大 学 130 66 0.51 130 66 0.51 130
徳 島 文 理 大 学 200 140 0.70 200 140 0.70 230

〃 香川薬学部 110 103 0.94 10 7 0.70 120 110 0.92 150
松 山 大 学 160 90 0.56 160 90 0.56 160
第 一 薬 科 大 学 173 188 1.09 173 188 1.09 173
福 岡 大 学 230 237 1.03 230 237 1.03 230
長 崎 国 際 大 学 120 84 0.70 120 84 0.70 120
崇 城 大 学 120 136 1.13 120 136 1.13 120
九州保健福祉大学 180 133 0.74 30 19 0.63 210 152 0.72 210

計（57大学） 11,294 550 11,844 11,371 0.96 12,024
2大学を除く計 10,764 10,261 0.95 500 478 0.96

　　　　平成 21年度私立薬科大学（薬学部）入学定員及び入学者数　(2年次編入を除く）

大　学　名
６　年　制 ４　年　制 計

　　21年4月24日現在

20年度
入学定員



  私立薬科大学（薬学部）の入学定員の遵守についての申し合わせ 

                （平成 17 年 6 月 7日  総会） 
 
長年に亘り薬学界、厚生労働省、文部科学省などが精力的に取り組んできた薬学教育年 

限延長への努力が結実し、平成 18 年度より薬学教育 6年制が実現の運びとなった。しかし 

一方で、数年後には薬剤師過剰時代の到来が予測されており、次世代の薬剤師養成を担う 

薬科大学（薬学部）にとって大変憂慮すべき事態が進行していると言うべきであろう。 

本協会では既に 6年前より将来の薬剤師過剰時代を予見し「薬科大学（薬学部）新設抑 

制と既設薬学部・大学院の整備等に関する要望（平成 10 年 11 月 17 日文部省に提出）」、さ

らに「薬科大学（薬学部）学生定員の今後の取り扱いについての申し合わせ（平成 11 年 

度第 1 回通常総会）」を決議し、本協会としては自主的に定員の抑制方針を確認してきた。 

しかし、大学・学部等の設置審査についての政府の施策では基本的に抑制方針が撤廃さ 

れ、既に数多くの薬科大学（薬学部）が新設されるに至っている。私立薬科大学（薬学部）

の平成 11 年度時点における学生定員の総数は 6,245 名（入学者数 7,699 名）であったが、

新設校をも加えた平成 16 年度の学生定員は 8,845 名（入学者数 10,449 名）と急増し、入

学者数は実に１万人を突破している。今後数年間にさらに 10 数校の薬学部新設が計画され

ており、数年後の薬学部入学者数は１万数千人に及ぶものと推測される。 

将来における薬剤師の需給は、少子高齢化社会の到来に加え地域特異性をはじめとする 

種々の要因を考慮すると、その予測はかならずしも容易ではない。しかし、厚生労働省の

薬剤師問題検討会における詳細な研究報告「薬剤師需給の予測について」（平成 14 年 9 月

27 日）では、早ければ平成 18 年遅くとも平成 22 年には薬剤師供給数が需要数を上回り、

薬剤師過剰時代に入ることが予測され、今後の薬科大学（薬学部）の総定員数増加は、将

来、薬剤師免許を取得したにもかかわらずその専門性を活かして就業することが困難にな

っていくとしている。 

本協会ではすでに「私立薬科大学（薬学部）の入学定員の遵守についての申し合わせ」（平 

成 11 年 9 月 20 日 第 2回臨時総会）において、入学定員の遵守を漸進的に進め平成 17 年

度（2005 年度）までに入学者数をその 1.1 倍程度にすることを決議している。今回本協会

としては、上記の状況をふまえ、薬学教育 6年制が施行される平成 18 年度からは入学者数

と入学定員が等しくなるよう努力し、入学定員遵守に対する本協会の厳しい基本姿勢を対

外的に示す覚悟が必要であるとの認識から下記のように申し合わせる。 

 

記 

私立薬科大学（薬学部）は、平成 18 年度からは、入学定員と入学者数が等し 
くなるよう極力努めることとする。各学科（または学部）間の転科（または転

部）制度を活用する場合は、6 年制学部学科の入学定員数の範囲内で実施するこ

と。                             以  上 



薬科大学（薬学部）数

平成22年度実務実習実施大学数

1 平成22年度実習参加予定学生数

2 実習施設確保の進捗状況 ① ほぼ順調 45 (90%) 47 (94%)
② やや困難 3 (6%) 1 (2%)
③ 極めて困難 1 (2%) 0 0
④ その他 1 (2%) 2 (4%)

3 実習施設の確保の方法 ① 調整機関が行う 25 (50%) 47 (94%)
② 大学が独自に行う 5 (10%) 3 (6%)
③ ①＋② の併用 20 (40%) 0 0

4 施設の確保を調整機関が行う
   (上記３の①及び③のうち調整機関)
 (1) 実習受入予定施設が既に確定 大学数 41 32
     している 施設数 2,437 5,897

学生数 4,856 7,284

 (2) 上記4の(1)の施設のうち実習費用 大学数 11 15
　　　の額がほぼ確定している施設 施設数 230 1,671

学生数 560 2,199
実習費用の額 38万 35名 27.5万 445名

（単位 万円） 30～33 85 27 1,754
(11週間、1人当たり) 30 3

27.5 11
27 426

○ 当初受入施設から
提示のあった額
最高 50万 38万
最低 27

5 施設の確保を大学が独自に行う
   (上記３の②及び③のうち大学独自)
  (1) 実習受入予定施設が既に確定 大学数 25 3
     している 施設数 563 377

学生数 3,182 800

  (2) 上記5の(1)の施設のうち実習費用大学数 16 0
     の額がほぼ確定している施設 施設数 253

学生数 1,244
実習費用の額 50万 70名

（単位 万円） 48 24
(11週間、1人当たり) 45 2

44 3
40 6

38.5 2
38 581
35 10
33 20

30～33 69
30 30

27.5 198
27 162

自大学 67
○ 当初受入施設から

提示のあった額
最高 78万
最低 27

50

8,787

長期実務実習に必要な施設の確保等に係る協議状況調　（総括票）

（平成２１年５月２９日現在）

調　　査　　項　　目 病　院　実　習 薬　局　実　習

57



6　国公立大学（医学部・歯学部）附属
 病院での実習について
  （上記4、5の設問と重複して記入）

実習の施設として国公立大学附属
病院を活用しますか

 ① 国公立大学病院で実習を行う予定 大学数 37

　　　　○実習費用の額が確定している大学数 15
　　　　 施設数 26

学生数 174
実習費用の額 48万 24名
　（単位　万円） 38 73
　(11週間、1人当たり) 27.5 2

27 75

  ②　国公立大学病院での実習は考え 大学数 8
ていない　　（理由：別紙）

  ③　未だ決まっていない 大学数 5



別紙１　病院実習

薬科大学（薬学部）数 57 7 21 5 12 7 5

平成22年度実務実習実施大学数 50 5 21 4 9 6 5

1 平成22年度実習参加予定学生数 　　 8,787 787 3,956 766 1,832 780 666

2 実習施設確保の進捗状況 ① ほぼ順調 45(90%) 3 20 4 9 6 3
② やや困難 3(6%) 2 1
③ 極めて困難 1(2%) 1
④ その他 1(2%) 1(自大学実習)

3 実習施設の確保の方法 ① 調整機関が行う 25(50%) 4 0 2 9 6 4
② 大学が独自に行う 5(10%) 5
③ ①＋②　の併用 20(40%) 1 16 2 1

4 施設の確保を調整機関が行う
   (上記３の①及び③のうち調整機関)
 (1) 実習受入予定施設が既に確定 大学数 41 3 16 3 9 6 4
     している 施設数 2,437 123 684 181 1,027 269 153

学生数 4,856 276 984 472 1,841 782 501

 (2) 上記4の(1)の施設のうち実習費用 大学数 11 1 8 1 0 0 1
　　　の額がほぼ確定している施設 施設数 230 46 106 60 18

学生数 560 116 135 145 164
実習費用の額（単位　万円） 38万(35名） 30～33(85) 38(35） 27(145） 27(164）

30～33(85) 27(31) 30(3)
30(3) 27.5（11）

27.5（11） 27(86）
27(426）

○ 当初受入施設から
　提示のあった額
　最高 50万 47.5万 50万 48万 27万
　最低 27 27 27 27

-1-

長 期 実 務 実 習 に 必 要 な 施 設 の 確 保 等 に 係 る 協 議 状 況 調　（平成２１年５月２９日現在）

調　　　　査　　　　項　　　　目 計　 (割合) 北海道・東北 関　東 東海・北陸 近　畿 中国・四国 九州・山口



5 施設の確保を大学が独自に行う
   (上記３の②及び③のうち大学独自)
  (1) 実習受入予定施設が既に確定 大学数 25 1 21 2 0 0 1
     している 施設数 563 16 544 2 1

学生数 3,182 140 2,872 150 20

  (2) 上記5の(1)の施設のうち実習費用大学数 16 1 14 0 0 0 1
     の額がほぼ確定している施設 施設数 253 16 236 1

学生数 1,244 140 1,084 20
実習費用の額（単位　万円） 50万（70名） 30～33(69) 50 (70) 30(20)
(11週間、1人当たり) 48（24） 27(71) 48 (24)

45(2) 45(2)
44（3） 44(3)
40（6） 40(6)
38.5(2) 38.5 (2)
38(581) 38 (581)
35（10） 35 (10)
33(20) 33 (20)

30～33(69) 30 (10)
30(30） 27.5 (198)

27.5(198) 27 (91)
27(162) 自大学(67)

自大学(67)

○ 当初受入施設から
　提示のあった額
　最高 78万 78万 50万 30万
　最低 27 27 27

-2-

調　　　　査　　　　項　　　　目 計　 (割合) 北海道・東北 関　東 東海・北陸 近　畿 中国・四国 九州・山口



6　国公立大学（医学部・歯学部）附属
 病院での実習について
  （上記4、5の設問と重複して記入）

実習の施設として国公立大学附属
病院を活用しますか

 ① 国公立大学病院で実習を行う予定 大学数 37 3 15 3 7 6 3

　　　　○実習費用の額が確定している 大学数 15 1 12 2 0 0 0
　　　　 施設数 26 2 18 6

学生数 174 4 101 69
実習費用の額（単位　万円） 48万（24名） 38(3) 48（24） 27(69）
(11週間、1人当たり) 38(73) 27(1） 38(70)

27.5（2） 27.5（2）
27(75） 27(5）

  ②　国公立大学病院での実習は考え 大学数 8 5 2 1
    ていない　　　　　　　　　　

（理由：複数回答） ・受け入れを行っていない 1 1
・近隣に適当な所が無い 1 1
・実習費用の額が高額 2 1 1
・自大学実習 2 2
・特に国公立で実施する 1 1
　必要が無い
・他の施設で確保済み 1 1
・調整機構の調整に入って 1 1
　いなかった
・他病院と実習費の差が 1 1
　大きく問題

  ③　未だ決まっていない 大学数 5 2 1 1 0 0 1

7　実習費用の額等の協議において
 問題となった点、今後問題になると
 考えられる点等 （別紙）
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協議状況 ・実習費用の額は実習受入れ施設が確定後に協議する予定

・施設訪問時に大学希望額（27万円）を提示し、施設に検討を依頼している。

・国公立大学付属病院での実習はまだ正式通知を受けていない。

・地区調整機構の大学間小委員会で、受入れ承諾と実習費用とは別にすることで合意した。

問題点 ・国公立付属病院は提示された費用の額が大きすぎる。　

・施設間での額の差があまり大きいと教育上問題が生じる。実習内容を改善する余地がないか十分検討する必要がある。

協議状況 ・費用に関しては今後、実習施設と協議を始める。　　

・大学が全ての実習施設に対して同額の実習費用を設定しないのであれば、学生の受入れを辞退するとの回答があった。

・ほとんどの施設が、調整機構が要望した27万円と日本病院薬剤師会が主張している38万円等で検討しているように見受けられる。

問題点 ・根本的に高すぎる。本学には看護、PT、OT、ST、放射線、視能訓練士など、他にも多くの医療専門職を養成しているが、他と比べ

　薬学は異常に高い。他の分野では実習単価1,000円/1日でも喜んで実習を引き受けてくれる所もある。薬学にはボランティア精神は

　ないのか。実習費用のインフレ　　　実験実習費の値上げ　　　学納金の値上げ　　　志願者減の悪循環に陥るだけである。

　薬剤師教育の将来、ひいては薬剤師の将来を考えたら他職種からみたインフレ状態を早急に改める必要がある。

・複数大学の学生を受け入れる施設では、大学間の金額が違うと調整に時間がかかる。　

・受入れ施設側から金額提示された場合、受け入れざるを得ない。

・グループ実習を行う予定の施設では、何週間受け入れてくれるのか調整が必要である。

・調整機構の提示した額ではまとまらない。調整機構が意見を出すたびに話がこじれる。

・施設により費用が異なるのは不公平感を生じ、実習費は高いほうにシフトする可能性がある。　

・実習費がこれほど高いのは薬剤師だけである。

・実習費用について、大学と実習施設の協議で決める現在の方法は煩雑で問題が生じやすい。

・実習費用については調整機構からの受入れ施設リスト配布時に当該リストにおいて明確に示してほしい。

・グループ学習の場合、大学からの実習費用の支払いの窓口は受入れ施設として決定した１カ所にして欲しい。

・調整機構が実習費について、28万円を基本とすることを言っているが、病院薬剤師会、国立大学病院部長会と各々の金額を提示している

　ので混乱が生じている。共用試験センター等で統一できないか？

・実習費用によって受け入れてもらえない場合があると思う。

・実習に行った学生がその施設の実習費について納得できるようにして欲しい。実習費の高い施設＝良い実習とは限らない。学生が実習費を

　知った時に問題が出る可能性がある。

・実務実習が薬剤師の育成に欠かせないことを認識し、育成に関われる事が当たり前と考えれば実習費に対する議論も収束するのではないか？

　又指導を受入れ施設に任せるのではなく、大学教員が積極的に関わることで、受入れ施設側の負担を軽減したいと思う。

・時間はかかるが、どんな実習ができるのか、が見えないと費用についても納得のいく答えはでないと思う。

・施設間で費用に格差があること。・調整機構によって割り振られた施設においても高額なところがあること。日病薬は38.5万円を各施設に対して

　強制はしていないと言っているが、個々の病院は病薬から指示がありそれに従わざるを得ないと言っている。

・高額な実習費用を負担している学生からそれに見合う実習内容かどうか苦情が出る可能性がある。

・本学は27万円を基準として折衝を進めているが、複数の大学を受け入れている施設では、大学が提示する実習費に差異があり、

　高い実習費を提示している大学と統一せざるを得ない。又、病院側の回答の大部分は日病薬の方針である38万円を提示している。

・実習費の高騰が大学経営を圧迫し、授業料値上げを招くことも考えられる。

・実習先が確定後に、留年や共用試験不合格等の理由により実習が不可能となった場合にも実習費相当額の支払いを求めるとの意向がある

 国公立大学病院があることへの対応に苦慮している。

・調整機構の提示額（27万円）の周知徹底をお願いしたい。

長期実務実習に必要な施設の確保等に係る協議状況及び今後の問題点（病院実習）
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協議状況 ・私立大学病院とは折衝中である。

・現在、地区調整機構にて各大学の病院施設割り振りが完了したので、実習費用の詳細については、今後各大学と病院施設側との

　契約段階で決定する予定である。 

問題点 ・国立大学病院側は、実習の充実（モデルコアカリ完全実施）と高レベル指導のため、人件費加算が入ると主張している。

・各病院施設間において、実習費の積算根拠が異なる点

・日本病院薬剤師会が主張する38万円/11週の根拠が示されてない。

・薬学教育協議会での27万/11週との違いについて、父兄への説明責任はどこがするのか？

協議状況 ・現在、各施設からの実習施設の概要及び承諾書内容の最終確認中であり、実習費用の件は全施設において先送り状態にある。

・大学側、病院薬剤師会及び国立大学病院等で意識の違いがあり、金額の決定については統一できていない。

・1施設当たりの実習費について、大学からは27万円を要望しており、兵庫県病院薬剤師会からは38万円を希望しているため現在調整中

問題点 ・額の施設間格差が明らかになると、すべての施設が最高値に「右にならえ」状態となり、結果として青天井になっていくのではないか？

・指導内容の「質」と「価格」がパラレルとなればなったで、質（額）の高低について学生間で不満が生じる恐れ。つまりＡさんは高額（ハイレベル）

　な施設で実習できたのに、私は低額（ローレベル）な施設で実習させられた。学費の差額返還をしてほしい。　等

・実習終了後、学生間における実習満足度のバラツキの発生

・「実習施設概要」の項目のうち、モデル・コアカリキュラム到達目標について「一部不可」の施設もあるため、対応に苦慮している。

・実習生を受け入れるにあたってのハード面での費用（ロッカー、パソコン等）は初年度に限るなどして別途考慮の必要がある。

・実習施設によって費用に極端な格差があれば、学生個々人に負担感はないため、大学病院で実習する者と他の病院で実習する者と

　の間に保護者を含めて不公平感が生じる恐れがある。なお薬局実習費との極端な格差が問題であると認識している。

・各府県病薬における実習費に対する考え方（不統一？）　・算出根拠の妥当性

・各施設に複数の大学から実習生を送ることになるので、各大学が病院側と実習費について協議をすることになる。病院側としては、多くの

　大学と協議を行うのは多大なる時間を要すること、また大学により、実習費用が異なっていいのかという問題がある。

・大学側の巡回・関与問題　、感染症問題

・実習不合格者の対応問題等々、今後多くの問題点がでてくると推測される。

協議状況 ・実習費用の決定は、施設毎の交渉となるため、実習費用の格差が生じる可能性がある。

・9月頃から11週間27.5万円を標準額として交渉する予定

・現在まで具体的協議はしていない。7月以降の正式契約時に交渉予定

問題点 ・本学では、中国・四国地区内の他大学と協同して、実習費用を27万円（11週）とする要望書を中国・四国地区内の薬剤師会及び

　病院薬剤師会に提出している。

・11週間27.5万円を標準とするが、質の高い実務実習を行うために、施設側の充当に妥当であるか検討中である。

協議状況 ・調整機関と病院が受入れについて調整済みだが、承諾書を受領できてない。承諾書受領を進めていく予定

・現在、大学及び施設が予定している実習費を相互に提示した段階で協議はまだ行っていない。

問題点 ・実習費の金額調整に追われることで、実習内容がいまだ見えず、施設指導体制、指導内容にバラツキが生じてくるのではないかと懸念される。

・地方の地域医療を担える薬剤師の養成が困難になる。

・金額が高すぎる。

・日本病院薬剤師会が38万円程度を標準とし、その旨を回答で指示していること。
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別紙２　薬局実習

薬科大学（薬学部）数 57 7 21 5 12 7 5

平成22年度実務実習実施大学数 　 50 5 21 4 9 6 5

1 平成22年度実習参加予定学生数 8,787 787 3,956 766 1,832 780 666

2 実習施設確保の進捗状況 ① ほぼ順調 47(94%) 5 20 4 7 6 5
② やや困難 1(2%) 1
③ 極めて困難 0
④ その他 2(4%) 2(調整中)

3 実習施設の確保の方法 ① 調整機関が行う 47(94%) 5 18 4 9 6 5
② 大学が独自に行う 3(6%) 3
③ ①＋②　の併用 0

4 施設の確保を調整機関が行う
　   (上記３の①)
 (1) 実習受入予定施設が既に確定 大学数 32 3 7 4 8 5 5
     している 施設数 5,897 223 2,665 503 1,536 445 525

学生数 7,284 479 3,143 698 1,699 670 595

 (2) 上記4の(1)の施設のうち実習費用 大学数 15 2 7 2 0 1 3
     の額がほぼ確定している施設 施設数 1,671 127 924 195 66 359

学生数 2,199 350 1,088 276 99 386
実習費用の額(単位　万円） 27.5万(445名) 27.5(346） 27.5(99）
(11週間、1人当たり) 27万(1,754名) 27(350） 27(742） 27(276） 27(386）

○ 当初受入施設から
　提示のあった額
　最高 38万 38万
　最低

-1-
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5 施設の確保を大学が独自に行う
　　  (上記３の②)
  (1) 実習受入予定施設が既に確定 大学数 3 3
     している 施設数 377 377

学生数 800 800

 (2) 上記5の(1)の施設のうち実習費用 大学数 0 0
     の額がほぼ確定している施設 施設数

学生数
実習費用の額（単位　万円）
(11週間、1人当たり)

○ 当初受入施設から
　提示のあった額
　最高
　最低

6　実習費用の額等の協議において
 問題となった点、今後問題になると （別紙）
 考えられる点等
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協議状況 ・実習費用の額27万はまだ受入れ施設からの提示はない。

問題点 ・保険薬局の実習費用の額が一律に27万円となれば、公取上問題となるのではないか？

・大方の保険薬局で実施していない業務が、実習内容に一部含まれている点等。内容を十分検討する必要がある。

協議状況 ・現時点においては、受入れ施設から金額提示なし。

・調整機構なので27万円のはずだが、27万5千円になるかもしれない。

・実習費用に関しては調整機構により確保された薬局は全て27万円と理解している。

問題点 ・グループ実習の場合、大学からの実習費用に支払いの窓口は、受入れ施設として決定した１ケ所にしてほしい。

・実習施設への支払いと、エリアへの支払いが混在するため煩雑である。

・実習費用によって受け入れてもらえない場合があると思う。

・受入側が基準額超の金額を提示する場合が考えられる。　

・実習中の移動等に係る交通費を実習費に含めるのか？

・実習期間中に双方の事情による、実習の中途打ち切りに対する評価と実習費用の取り扱いについて（契約では双方で協議の上、解決をはかる。

　となってはいる）例えば、実習した日数で大別できるような指針が出来ればと考える。

・病院実習費用（平均38万円）との格差の問題。施設間における質の格差の問題。

・費用に見合う内容の実習を学生が受けられるか不安がある。

・病院実習費と同様に将来の実習費の高騰が懸念される。

・薬局実習先は全て関東地区調整機構からの割り振りであるため、現段階において実習費用について特段の問題はないが、今後各県及び各エリア

　との協議において、調整機構提示の基準額に加えて上積み分が個々に異なって提示される場合、その対応の煩雑さが懸念される。

協議状況 ・現在、地区調整機構にて、各大学の薬局実習施設の割り振りが完了した。従って実習費用の詳細については、今後、各薬局施設側との契約

　段階で決定する予定。

問題点
協議状況 ・各府県薬剤師会で決定されたケースはあるが、個々の施設との協議は未完了である。

・概ね、全施設について11週27万円を予定しているが、実際に薬局と大学の間で確認はしていない。

・実習費については、特に問題はない。

問題点 ・額の施設間格差が明らかになると、すべての施設が最高値に「右にならえ」状態となり、結果として青天井になっていくのではないか？

・指導内容の「質」と「価格」がパラレルとなればなったで、質（額）の高低について学生間で不満が生じる恐れ。つまりＡさんは高額（ハイレベル）

　な施設で実習できたのに、私は低額（ローレベル）な施設で実習させられた。学費の差額返還をしてほしい。　等

・実習費用の額について、学生間における不公平感発生の可能性。

・実習終了後、学生間における実習満足度のバラツキの発生

・複数の施設でグループ実習を行う場合の費用分配の方法（もし、同一日で移動があればその交通費）

・大学側の巡回、関与問題　・感染症問題　・実習不合格学生の対応問題等々、今後多くの問題が出てくると推測する。

協議状況 ・現在まで具体的協議はしてないが、学生一人あたり27万/2.5ケ月の予定

・平成22年度から24年度の3年間は、11週間27.5万円で問題ない。

問題点 ・本学では中国・四国地区内の他大学と協同して実習費用を27万円（11週）とする要望書を中国・四国地区内の薬剤師会及び病院薬剤師会に

　提出している。

協議状況 ・実習費の協議はまだ行っていない。

問題点
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                     薬  大  協 第  18 号  
                     平成 21 年  5 月 15 日  
 

文  部  科  学  大  臣  
  塩 谷   立 殿  

 
              社団法人  日本私立薬科大学協会  
                会   長  髙 栁    元 明  
 
 
   私立薬科大学・薬学部に対する財政的支援について（要望）  
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。  
 日頃より、私立薬科大学及び私立大学薬学部（以下、私立薬科大学）

の運営、教育研究等につきましては、多大なるご指導、ご支援をいただ

きまして誠に有難く厚くお礼申し上げます。  
さて、私立薬科大学では、薬学教育研究の充実と質の向上に努め、薬

学教育を通じて人類の福祉に貢献する優れた薬剤師、薬学研究者等の人

材を社会に送り出しているところです。  
 近年、高齢化社会の到来と医療技術の高度化、さらに医薬分業の進展

など薬剤師を取り巻く環境は大きく変化しつつあり、私立薬科大学には

時代に即した薬学教育への的確な対応が求められており、その使命は

益々重大になっているところです。  
 平成１８年度からは、新しい制度のもと６年間の薬剤師養成教育が施

行され、これに伴う学校教育法、薬剤師法及び関連省令の一部改正等が

行われております。これらの改正には附帯事項として、①実務実習の場

の確保及び指導体制の確立、②共用試験の導入、 ③第三者評価体制の

整備、④教養教育の充実、⑤医療薬学教育の充実、⑥卒後研修など、解

決すべき多くの課題が盛り込まれております。我が国薬剤師の９０％以

上を養成している私立薬科大学は、関連団体とも協力し、その責任ある

立場で問題の解決と実施について鋭意努力を重ねているところであり、

平成２４年３月には高い資質を備えた薬剤師が誕生する運びとなってお

ります。  
 



しかしながら、薬学教育６年制の施行に伴い、各大学では教育施設の

増築に係る経費はもとより、実務実習実施に不可欠な共用試験のための

経費、病院・薬局における２２週間の長期実務実習のための経費、また、

各大学において質の高い薬学教育が行われていることを客観的に確認し、

社会に対して十分説明責任を果たすための薬学教育（６年制）第三者評

価実施のための経費等、各大学の負担は極めて大きくなっております。

特に、ほとんどの私立薬科大学は実務実習の場としての病院や薬局を所

有しておらず、平成２２年度から実施される長期実務実習のために病

院・薬局に支払うこととなる高額な実習経費の負担は、大学の財政状況

を一段と圧迫するものとなります。  
今回改正された医療人としての薬剤師養成の６年間教育は、医療現場

での実務実習期間こそ半年間となっているものの、共用試験の導入、高

学年における少人数教育、多くの実務家教員の採用等、医師養成教育に

ほぼ準じたものとなっており、これまでの私立薬科大学の教育体制を根

本的に変える内容となっております。現在、各大学がこれら大きな財政

負担のもと、新たな教育体制の構築に大きな努力を注いでいますことに

充分ご理解を頂きたく、お願い申し上げます。  
 

学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議として、平成

１６年４月２７日衆議院文部科学委員会及び平成１６年５月１３日参議

院文部科学委員会において、それぞれ「薬学教育の修業年限延長に伴い、

学費の負担が増加することから、大学への財政的支援や奨学金制度の充

実に努め、経済力の差が進路選択及び学業の成就に影響を与えないよう

配慮すること。」と、大学への財政的支援等が決議されたところでありま

す。  
 つきましては、これまで長年に亘り私立薬科大学が薬剤師養成におい

て大きな社会的役割を果たしてまいりました状況をご賢察のうえ、今後

も私立薬科大学が健全な大学運営の下で、優れた薬剤師の養成が可能と

なりますよう、財政的支援を切に要望いたします。  
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２．日本病院薬剤師会からの協議事項について 
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１．「長期実務実習に関するブロック会議」について 
開催日時及び開催場所 

日時 地区 場所 出席役員 

21.4.19 中四国 岡山 堀内、木平 

21.4.23 九州山口沖縄 博多 堀内、山田、齋藤 

21.4.24 東北 弘前 矢後、土屋 

21.4.24 北陸東海 名古屋 堀内、西尾、矢野 

21.4.24 近畿 大阪 関口、松林 

21.5.29 北海道 札幌 堀内、関口、山田（英） 

21．6.5 関東 東京 堀内、関口、矢後、尾鳥、白井 

「長期実務実習受入に関する各ブロック会議」 

次 第 

１．開会の辞 
２．日本病院薬剤師会会長挨拶 
３．長期実務実習受け入れに関する現状報告と体制整備状況について 

・具体的受入病院確保状況 
・マッチング進行状況 
・施設概要書取得状況 
・承諾書の取得状況 
・認定実務実習指導薬剤師の充足状況 
・大学での教育への係わりの状況 
・グループ実習の運用方法について 
・その他 

４．実施不可な到達目標の対応方法について 
  ・中毒医療 
  ・ＴＤＭ 
  ・無菌製剤 
  ・院内製剤 
  ・チーム医療 
  ・注射薬調剤等 
５．ブロックでの課題及び問題点について 
  ・平成 21 年度ＷＳ開催計画について 
  ・認定実務実習指導薬剤師の養成について 
６．その他 
７．閉会の辞 
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参加者リスト 
ブロック名 1 氏名 施設名 

遠藤 泰 北海道医療大学病院 
山田 英俊 医療法人渓仁会・西円山病院 

松原 和夫 旭川医科大学病院 
北海道 

宮本 篤 北海道公立大学法人・札幌医科大学附属病院 

平賀 元 八戸市立市民病院 

角田 恵司 青森県立中央病院 

早狩 誠 弘前大学医学部附属病院 

工藤 賢三 岩手医科大学附属病院 

宮手 義和 岩手医科大学附属病院 

佐藤 秀昭 石巻市立病院 

土屋 節夫 独立行政法人労働者健康福祉機構・東北労災病院 

金沢 久男 大館市立総合病院 

菅原 信幸 医療法人明和会・中通総合病院 

三浦 修 厚生連・仙北組合総合病院 

和田 幸治 社会福祉法人恩賜財団済生会・山形済生病院 

鈴木 啓之 山形市立病院 済生館 

井上 正広 財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 

若松 伸洋 独立行政法人労働者健康福祉機構・福島労災病院 

東北 

小佐野 磨子 医療法人社団正風会・石井脳神経外科・眼科病院 

関 利一 株式会社日立製作所 水戸総合病院 

幸田 幸直 筑波大学附属病院 

高橋 利幸 東京医科大学霞ヶ浦病院 

早乙女 久男 厚生連・上都賀総合病院 

須藤 俊明 自治医科大学附属病院 

越川 千秋 獨協医科大学病院 

萩原 正和 公立富岡総合病院 

山本 康次郎 群馬大学医学部附属病院 

堀口 久光 自治医科大学附属さいたま医療センター 

福田 太仁夫 川口市立医療センター 

子安 一義 千葉県こども病院 

佐々木 忠徳 医療法人鉄蕉会・亀田総合病院 

清水 秀行 帝京大学ちば総合医療センター 

森田 雅之 神奈川県立汐見台病院 

長田 悟 東海大学医学部付属病院 

平綿 洋子 東海大学医学部付属病院 

谷古宇 秀 東京女子医科大学東医療センター 

村田 和也 日本医科大学多摩永山病院 

八木下 将也 東京都病院薬剤師会 

三浦 勇一郎 国民健康保険・富士吉田市立病院 

花輪 剛久 山梨大学医学部附属病院 

佐藤 博 新潟大学医歯学総合病院 

内山 壽康 新潟県厚生連・刈羽郡総合病院 

外山 聡 新潟大学医歯学総合病院 

白澤 吉哲 特定・特別医療法人慈泉会・相澤病院 

関東 

百瀬 泰行 信州大学医学部附属病院 

新山 雅夫 砺波市立砺波総合病院 北陸 

今村 理佐 富山大学附属病院 
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西尾 浩次 金沢医科大学病院 

宮本 謙一 金沢大学附属病院 

高嶋 孝次郎 恩賜法人・福井県済生会病院 

政田 幹夫 福井大学医学部附属病院 

石川 安信 共立湖西総合病院 

松山 耐至 ＪＡ静岡厚生連・静岡厚生病院 

鈴木 淑夫 榛原総合病院 

安田 忠司 大垣市民病院 

岡安 伸二 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 

伊藤 善規 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 

松原 弘幸 春日井市民病院 

勝見 章男 愛知県厚生農業協同組合連合会・安城更生病院 

山田 清文 名古屋大学医学部附属病院 

中村 祐子 三重県厚生連・鈴鹿中央総合病院 

三宅 知宏 山田赤十字病院 

東海 

奥田 真弘 三重大学医学部附属病院 

樹下 成徳 大津赤十字病院 

川勝 一雄 医療法人稲門会・岩倉病院 

松林 照久 神戸赤十字病院 

濵口 常男 兵庫医科大学病院 

西田 英之 ＩＨＩ播磨病院 

堂上 孝至 社会福祉法人恩賜財団・済生会中和病院 

常風 潤一 国民健康保険日高総合病院 

近畿 

黒川 信夫 大阪大学医学部附属病院 

大坪 健司 鳥取大学医学部附属病院 

林原 正和 鳥取大学医学部附属病院 

直良 浩司 国立大学法人島根大学医学部附属病院 

青山 平一 松江赤十字病院 

千堂 年昭 岡山大学病院 

岡崎 宏美 岡山大学病院 

森 英樹 総合病院 岡山赤十字病院 

吉富 博則 福山大学 薬学部 

木村 康浩 広島大学病院 

木平 健治 広島大学病院 

佐藤 英治 福山大学 薬学部 

水口 和生 徳島大学病院 

川添 和義 徳島大学病院 

福岡 憲泰 香川大学医学部附属病院 

芳地 一 香川大学医学部附属病院 

荒木 博陽 愛媛大学医学部附属病院 

末丸 克矢 愛媛大学医学部附属病院 

市原 和彦 高知大学医学部附属病院 

中国・四国 

田中 照夫 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 

神谷 晃 山口大学医学部附属病院 

山本 武史 山口県厚生連・小郡第一総合病院 

俣賀 隆 総合病院・山口赤十字病院 

園田 正信 九州大学病院 

二神 幸次郎 福岡大学病院 

 
九州・山口・

沖縄 

大石 了三 九州大学病院 
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奥平 献 佐賀県立病院好生館 

中野 行孝 佐賀大学医学部附属病院 

藤戸 博 佐賀大学医学部附属病院 

岩松 洋之 諫早総合病院 

相川 康博 佐世保市立総合病院 

佐々木 均 長崎大学医学部・歯学部附属病院 

武山 正治 大分大学医学部附属病院 

森 一生 大分市医師会立・アルメイダ病院 

伊東 弘樹 大分大学医学部附属病院 

飛野 幸子 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 

齋藤 秀之 熊本大学医学部附属病院 

有森 和彦 宮崎大学医学部附属病院 

奥村 学 宮崎大学医学部附属病院 

末永 啓二 宮崎県立宮崎病院 

福岡 龍一 川内市医師会立市民病院 

下堂薗 権洋 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 

山田 勝士 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 

宇野 司 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院 

具志堅 興信 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 

田場 英治 沖縄県立中部病院 

竹本 伸輔 株式会社 麻生飯塚病院 

靏田 美恵子 久留米大学病院 

高橋 浩二郎 産業医科大学病院 

米澤 和明 国家公務員共済組合連合会・浜の町病院 

北原 隆志 長崎大学医学部・歯学部附属病院  
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２．日本病院薬剤師会からの協議事項 
 

１．実務実習モデル・コアカリキュラム「評価」について 
 評価の手引き（案）が、大学人会議実務実習指導システム作り委員会において検討され

ているが、できるだけ早い時期に評価表、評価の基準等について統一されたものが必要と考

えるがこの点について協議したい。 

 

２．実務実習における大学教員の関与について 
   大学としてどのような大学教員が実習先の施設においてどのような形で係わるべき

か協議したい。 

 

３．認定実務実習指導薬剤師の養成について 
 平成 21 年度以降の養成については、予算措置が無くなることから、日病薬としては大学

が主体となって養成すべきと考えるが、これについて協議したい。 
 

４．実習生の地域偏在について 
 地方（県）によって実習受け入れ施設として適格な施設があるにもかかわらず、薬科大

学・薬学部が無いため実習生が４年制の４週間実習の実績と比べて大幅に減少していること

が明らかとなった。このことは将来的に薬剤師の偏在につながる事態であると考える。日病

薬としてはふるさと実習を推進することは偏在問題を解決する手段の一つと考えるので、ふ

るさと実習を推進することについて協議したい。 

 

５．薬学生の実習施設ローテーションについて 
 病院には様々な規模、機能の病院が存在するが、現行のシステムでは１つの病院しか体

験することができない。将来的に大規模、小規模病院、一般病院、精神科病院、療養型病院

など様々な病院をローテーションできるようなシステムが必要と考えるが、これについて協

議したい。 
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平成２１年度第１回日本薬剤師会薬局実務実習担当者全国会議 次第 

 

日 時：平成２１年５月２３日（土）１３：００～１８：４５ 

        同  ２４日（日） ９：３０～１６：４０ 

場 所：慶應義塾大学芝共立キャンパス ２号館４階記念講堂（460 教室） 他 

参加者：都道府県薬剤師会から各２名（９４名） 大学教員１２名 計１０６名 

    日本薬剤師会担当役員  実務実習に関する特別委員会委員 

     

【５月２３日（土）】 （敬称略） 

   司 会：日本薬剤師会理事 笠井 秀一 

１．主催者挨拶（13:00-13:10）【10 分】       日本薬剤師会副会長 生出泉太郎 

  

２．文部科学省挨拶（13:10-13:20）【10 分】 

 文部科学省高等教育局医学教育課薬学教育専門官 吉田 博之 

 

３．本会議開催趣旨説明（13:20-13:30）【10 分】 日本薬剤師会常務理事 森  昌平 

 

４．「薬局薬剤師のための薬学生実務実習指導の手引き 2009 年度版」について 

  （13:30～13:40）【10 分】 指導体制整備検討会委員 出石 啓治 

 

５．「薬学教育実務実習指導のポイント」DVD 作成の趣旨説明及び映写 

（13:40-14:40）【60 分】 指導体制整備検討会委員長 高橋  寛 

 

６．「薬局実務実習１１週間スケジュール作成時のポイント」について 

（14:40-15:00）【20 分】 日本薬剤師会理事 永田 泰造 

 

７．作業１．説明 

「より具体的な日々の実習方法を考える －自薬局でのスケジュール作成－」 

(15:00-15:15)【15 分】 日本薬剤師会理事 永田 泰造 

 

 ―各Ｓ会場へ移動―【10 分】 

 

８．作業１．ＳＧＤ（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）（15:25-16:55）【90 分】 

 

―各Ｐ会場へ移動―【5 分】 

 

９．作業１．発表・討論（17:00-17:30）【30 分 〔発表 15 分(5 分×3Ｓ)+討論 15 分〕】 

 

10．作業２．説明（17:30-17:40）【10 分】 各Ｐタスク４名 

Ａチーム「実習中に生じると思われる問題点」の抽出  

Ｂチーム「長期実務実習開始までの残り１年で準備すべきこと」の抽出 

 

―各Ｓ会場へ移動 【5 分】― 

 

11．作業２．ＳＧＤ（17:45-18:45）【60 分】 

 



【５月２４日（日）】 

 

12．作業２．発表・討論（9:30-10:00）【30 分 〔発表 15 分(5 分×3Ｓ)+討論 15 分〕】 

 

13．作業３．説明（10:00-10:15）【15 分】 各Ｐタスク４名 

Ａチーム「問題が生じた場合の適切な対応策、問題を起こさない為の予防策」 

Ｂチーム「長期実務実習開始までの残り１年で準備すべきことへの具体策」 

 

―各Ｓ会場へ移動―【5 分】 

 

14．作業３．ＳＧＤ（10:20-11:50）【90 分】 

 

 ―昼食(11:50-12:30) 各Ｐ会場へ移動―【40 分】 

 

15．作業３．発表・討論（12:30-13:00）【30 分 〔発表 15 分(5 分×3Ｓ)+討論 15 分〕】 

 

―メイン会場へ移動―【10 分】 

 

16．大学におけるハラスメントへの対応事情(13:10-13:35)【25 分】 

 広島大学ハラスメント相談室 教授 横山美栄子 

 

17．薬学共用試験ＯＳＣＥ評価者の養成について（13:35-13:50）【15 分】 

 熊本大学大学院医学薬学研究部教授 入江 徹美 

 

18．6 年制薬学生 薬局実習 薬局製剤について（13:50-14:20）【30 分】 

 薬局製剤・漢方委員会副委員長 小坂 一郎 

 

19．都道府県薬剤師会における長期薬局実務実習への取り組み（14:20～14:50）【30 分】 

岡山県薬剤師会における薬局製剤・漢方製剤実習への取り組み（15 分） 

  岡山県薬剤師会副会長 三宅  悟 

青森県薬剤師会における指導薬剤師スキルアップのための取り組み（15 分） 

  青森県薬剤師会常務理事 金田一成子 

 

―休憩―【15 分】 

 

20．全体討論及び質疑応答（15:05-16:15）【70 分】（各 P（発表 5 分+討論 5 分）＋全体討論・

質疑応答 30 分） 座長  受入体制整備検討会委員長 神田 晴生 

  指導体制整備検討会副委員長 大原  整 

 

21.厚生労働省挨拶（16:15-16:25）【10 分】 

                  厚生労働省医薬食品局総務課長補佐 近藤 恵美子 

 

22．総括（16:25-16:40）【15 分】 日本薬剤師会会長 児玉  孝 



日時：平成２１年５月２３日（土）１３：００～１８：４５
　　　　　同 ５月２４日（日）　９：３０～１６：４０

場所：慶応義塾大学芝共立キャンパス　２号館４階４６０講堂他
敬称略

都道府県 氏　　名 役　職 氏　　名 役　職

1 北海道 片山
カタヤマ

ひろみ 薬学実務実習委員 岩津
イワツ

　拓也
タクヤ

薬学実務実習委員

2 青 森 速水
ハヤミズ

　一広
カズヒロ

薬局実務実習受入委員 村田
ムラタ

　文子
アヤコ

薬局実務実習受入委員

3 岩 手 佐藤
サトウ

　昌作
ショウサク

副会長 熊谷
クマガイ

明知
アキトモ

常務理事

4 宮 城 豊島
トヨシマ

　篤志
アツシ

常任理事 森川
モリカワ

昭正
アキマサ

常任理事

5 秋 田 小松
コマツ

真紀子
マキコ

薬学生実務実習受入特別副委員長 安田
ヤスダ

哲弘
テツヒロ

理事・薬学生実務実習受入特別委員

6 山 形 齋藤
サイトウ

由美子
ユミコ

常務理事 相原
アイハラ

由香
ユカ

常務理事

7 福 島 山田
ヤマダ

善之進
ゼンノシン

薬学実務実習生特別委員 松本
マツモト

洋三
ヨウゾウ

薬学実務実習生特別委員

8 茨 城 金澤
カナザワ

　幸江
ユキエ

理事 松原
マツバラ

淑子
トシコ

薬学生受入対策委員

9 栃 木 鹿村
シカムラ

　恵明
ヨシアキ

常務理事 廣田
ヒロタ

孝之
タカユキ

常務理事 児玉　　孝会長 小田　利郎理事

10 群 馬 山本　敬之 ワークショップ担当委員 黒澤　裕子 ワークショップ担当委員 生出泉太郎副会長 笠井　秀一理事

11 埼 玉 畑中
ハタナカ

　典子
ノリコ

委員 森　　昌平常務理事 上村　  武理事

12 千 葉 高橋
タカハシ

　眞
マナブ

生 薬学生対策委員長 澤田
サワダ

康裕
ヤスヒロ

ワークショップ委員長 木村　隆次常務理事 永田　泰造理事

13 東 京 山田
ヤマダ

　純一
ジュンイチ

薬学生実務実習受入れ施設整備事業特別委員 塚原
ツカハラ

俊夫
トシオ

常務理事 藤原　英憲常務理事 平山　一男理事

14 神奈川 久保田
クボタ

充明
ミツアキ

薬局・病院実務実習検討委員 大島
オオシマ

　正
タダシ

薬局・病院実務実習検討委員長 清水　秀行常務理事

15 新 潟 山岸
ヤマギシ

美恵子
ミエコ

副会長 堀
ホリ

　信弥
シンヤ

薬学生実務実習対策委員会本部委員

16 富 山 永野
ナガノ

　康己
ヤスミ

副会長 藤森
フジモリ

毅至
タケジ

常任理事 受入体制整備検討会 指導体制整備検討会

17 石 川 渡辺
ワタナベ

　誠治
セイジ

理事 神田　晴生委員長 高橋　寛委員長

18 福 井 木村　嘉明 常務理事 上田　泰之 薬学生実務実習運営委員 鈴木　常義副委員長 大原　整副委員長

19 山 梨 神山
カミヤマ

　和喜
カズキ

薬学生受入対策副委員長 浅川
アサカワ

由実子
ユミコ

薬学生受入対策委員 桂　　正俊委員 金田一成子委員

20 長 野 南
ミナミ

　　　修
オサム

理事 大塚
オオツカ

修一
シュウイチ

薬局実務実習推進委員 杉浦　邦夫委員 島貫　英二委員

21 岐 阜 大橋
オオハシ

　哲也
テツヤ

常務理事・薬学生実務実習対策委員長 加藤
カトウ

正純
マサズミ

理事・薬学生実務実習対策委員 関口　久紀委員 花島　邦彦委員

22 静 岡 植
ショク

　　兆
ヨシ

満
ミツ

理事 明石
アカシ

文吾
ブンゴ

副会長 望月　正隆委員 尾鳥　勝也委員

23 愛 知 鈴木
スズキ

　弘子
ヒロコ

薬学生実務実習特別委員 鈴木
スズキ

　匡
タダシ

理事・薬学生実務実習特別副委員長 伊集院一成委員 室橋　正朋委員

24 三 重 松浦
マツウラ

　惠子
ケイコ

理事 中村
ナカムラ

文彦
フミヒコ

学生実習受入委員 中森　慶滋委員 曽根　清和委員

25 滋 賀 射手矢
イテヤ

愼
シン

一
イチ

副部長 隠岐
オキ

英之
ヒデユキ

副部長 野田　雄二委員 鈴木　仁志委員

26 京 都 木
コノ

島
シマ

　早苗
サナエ

理事 芝原
シバハラ

隆之
タカユキ

実務実習受入委員（24日のみ） 尾島　博司委員 松山　耐至委員

27 大 阪 西
ニシ

　　洋
ヒロ

壽
トシ

理事 三宅　圭一委員 榊原　明美委員

28 兵 庫 松岡
マツオカ

　一典
カズノリ

理事 谷
タニ

　直子
ナオコ

薬局実務実習対策特別委員 田口　勝英委員 高山　朋子委員

29 奈 良 隅田
スミダ

　重義
シゲヨシ

理事 堀本
ホリモト

佳世子
カヨコ

理事 稲本　匡章委員 近藤直緒美委員

30 和歌山 丸山
マルヤマ

　秀夫
ヒデオ

副会長・薬学生薬局実務実習受入整備推進委員長 富田　基郎委員 出石　啓治委員

31 鳥 取 上原
ウエハラ

　　隆
タカシ

理事 植田
ウエタ

克
カツ

巳
ミ

山本　晃之委員

32 島 根 陶山
スヤマ

　千歳
チトセ

常務理事 大庭
オオバ

信行
ノブユキ

学生実習対策副委員長 野村　忠之委員

33 岡 山 三宅
ミヤケ

　　悟
サトル

副会長 入江　徹美委員

34 広 島 藤山
フジヤマ

　りさ 理事 清原
キヨハラ

一樹
カズキ

福山支部受け入れ実行委員

35 山 口 戸田
トダ

　康紀
ヤスノリ

担当理事 吉田
ヨシダ

力
チカ

久
ヒサ

担当常務理事

36 徳 島 香川
カガワ

　雅彦
マサヒコ

理事 河野
カワノ

美代
ミヨ

阿部　芳廣 慶應義塾大学薬学部教授

37 香 川 中山
ナカヤマ

　幸子
ユキコ

副会長・薬学生実務実習受入委員長 岩本
イワモト

明彦
アキヒコ

薬学生実務実習受入委員 賀川　義之 静岡県立大学薬学部教授

38 愛 媛 岡田
オカダ

　俊二
シュンジ

副会長 松尾
マツオ

典良
ノリヨシ

理事 掛見　正郎 大阪薬科大学教授

39 高 知 西森
ニシモリ

　康夫
ヤスオ

専務理事 堅田
カタダ

万理子
マリコ

理事 亀井美和子 昭和大学薬学部教授

40 福 岡 三浦
ミウラ

　公則
キミノリ

常務理事 髙木
タカギ

淳一
ジュンイチ

委員 河野　武幸 摂南大学薬学部教授

41 佐 賀 川副
カワソエ

　隆裕
タカヒロ

常務理事 松澤
マツザワ

義浩
ヨシヒロ

委員 小山　　豊 大阪大谷大学大学薬学部教授

42 長 崎 田代
タシロ

　浩幸
ヒロユキ

常務理事 水野
ミズノ

恭伸
キヨノブ

実務実習委員 戸部　　敞 昭和大学薬学部教授

43 熊 本 羽山
ハヤマ

　悦子
エツコ

副会長 富永
トミナガ

孝治
コウジ

常務理事 中島憲一郎 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授

44 大 分 神田秀一郎 担当委員 野田　幸裕 名城大学薬学部教授

45 宮 崎 高山
タカヤマ

日出美
ヒデミ

薬学生実務実習委員長 青木
アオキ

浩朗
ヒロアキ

薬学生実務実習副委員長 原　　　博 東京薬科大学薬学部客員教授

46 鹿児島 永野
ナガノ

　一徳
カズノリ

常任理事・薬学実務研修委員長 瀬尾
セオ

昭一郎
ショウイチロウ

薬学実務研修副委員長 平田　收正 大阪大学大学院薬学研究科教授

47 沖 縄 仲真
ナカマ

　良重
ヨシシゲ

常任理事 我喜屋
ガキヤ

美香
ミカ

薬学生実務実習受入委員 吉富　博則 福山大学薬学部教授

入江　徹美（熊本大学大学院医学薬学研究部

教授）

小坂　一郎（日本薬剤師会薬局製剤・漢方製

剤委員会副委員長）

金田一成子（青森県薬剤師会常務理
事）

三宅　　悟（岡山県薬剤師会副会長）

日本薬学会薬学教育改革大学人会議

平成２１年度第１回日本薬剤師会薬局実務実習担当者全国会議　参加者名簿

吉田　博之（文部科学省高等教育局医
学教育課薬学教育専門官）

近藤恵美子（厚生労働省医薬食品局総
務課長補佐）

日本薬剤師会　役員

実務実習に関する特別委員会

Ａチーム Ｂチーム

講　師

横山美栄子（広島大学ハラスメント相談室

教授）
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実務実習に関するアンケート（トラブル関係） 調査結果（概要） 
 

 日本薬剤師会においては、６年制実務実習の開始がほぼ１年後となったことから、実

務実習に関連したトラブルの予防や対応策について、今後検討を進めていくうえでの参

考とするため、全国の薬科大学・薬学部の実務実習担当教員にご協力いただき、主に実

習中或いは実習後に発生したトラブル等に関して、アンケート調査を実施した。調査結

果概要は以下のとおりである。 
 
◎アンケート発出日：平成２１年４月２４日     
◎アンケート発出先：全７４薬科大学・薬学部実務実習担当教員宛 
◎締めきり：平成２１年５月１１日 
◎有効回答数：５７／７４大学（７７％） 
＊ほぼ同内容の意見や指摘等は１つにまとめるなど、事務局において編集を行った。

 
１）貴大学学生の実務実習中に、実習が中止、あるいは続行不可能となるような事例が

ありましたら、実習生側の問題、受入施設（指導薬剤師、他の従事者等）の問題等双方

の事例についてお教え下さい。 
 
実習生側の問題 
○マナーの欠落 
・挨拶等の社会常識が身についていない 
・無断遅刻、無断欠席 
・了解を得ない早退 
・服装・身だしなみの乱れ 
・不遜な態度 
・実習中の携帯電話のメールチェック など 
○実習に取り組む意欲の欠如 
○実習に取り組む上での能力（学力、理解力）の不足、レポートが書けない 
○学生と実習指導者間の人間関係上の不一致 
○体調不良、けが（精神的、肉体的の両方） 
○近親者の不幸 
○天候の悪化（台風などで休校になった場合は実習もそれに準じて中止） 
 
受入施設（指導薬剤師、他の従事者等）の問題 
○指導薬剤師のセクハラ、パワハラ 
○学生と実習指導者間の人間関係上の不一致 

（案） 
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２）上記１）のような事態が生じた場合、貴大学はどのように対応されたか、お教え下

さい。 
 
○受け入れ側へ出向いての謝罪や、学生への指導など、早急な対応 
○学生、実習指導者双方からの意見聴取 
○県薬剤師会と相談し、実習先を変更 
○実習施設への補習実習の依頼 
○実習の中止、あるいは続行不可能となるような事例への対応として、以下のような

対策を予め決定 
（1）当該施設からの連絡は、すべて本学の実務実習支援室へ集約 
（2）実務実習委員長のもと各県担当教員と協議すると同時に、当該生徒のアドバイ

ザーを含めて３者にて対応策を検討 
（3）対外的に折衝する事案については、すべて薬学部長を含めて協議 
  

３）貴大学学生の実習が中止あるいは続行不可能とはならなかったが、実習期間中に指

導薬剤師からの報告で、また実習終了後、指導薬剤師からのレポートや評価表などでト

ラブルがあったことに気付いた事例がありましたら、お教え下さい。 
 
 ○施設の機材、物品の破損 
 ○無断遅刻、無断欠席 
○マナーの欠如 
・服装、身だしなみの乱れ 
・態度の悪さ 
・指導薬剤師の指示が守れない など 
○実習に取り組む意欲の欠如 
○実習に取り組む上での能力不足 
○体調不良、けが（精神的、肉体的の両方） 
○学習評価規定では、病院あるいは薬局実務実習評価項目の 1項目でも「不可」があ
れば、再履修（留年）となるが、学生や教員に事前の連絡なく、最終評価で「不可」

と評価した指導薬剤師がいた。 
○病院の指導薬剤師より「他大学からは大学担当教員が事前に出向いて直接実習依頼

の挨拶があったのに、あなたの大学からは事前に直接挨拶が無かった」と苦情があ

った。 
○就職活動、大学の試験や行事での欠席の場合、欠席日の評価をどうするか、指導薬

剤師から問い合わせがあった。 
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○指導薬剤師から直接、または、成績表の記載欄でクレームが来ることはしばしばあ 

るため、内容により個別に対応し、大きなトラブルにならないよう努めている。 
○患者への配慮に欠けた行動 
○患者から患者自身のコップで飲み物を勧められた学生が、断れずにそれを飲んだ。 

（想定外の学生の行動で、今後の教訓となった。） 
 ○学生側の感染症対策（麻疹の予防接種を受けていないなど） 
 
４）貴大学学生の実習が中止あるいは続行不可能とはならなかったが、実習期間中に学

生からの報告で、また実習終了後、学生のアンケートなどでトラブルがあったことに気

付いた事例がありましたら、お教え下さい。 
 
 ○学生アンケートからの抜粋 
・調剤室に犬を連れ込んでいた薬局だったが、問題はないのか。 
・忙しくて１日中放置（自習課題も与えられなかった）された日が多かった。 
・実習というより、アルバイトのような扱いをうけた。 
・皮膚科の処方せんが中心のせいか、軟膏の練り合わせのみしか実習できなかった。 
○調整機構を通して薬剤師会で割り振られる薬局は保険薬局に限られるが、実習終了

後の学生からの報告で、漢方専門薬局での実習であったため、調剤実習はなかった

ことがわかった。薬剤師がいない日もあったという。その薬局は複数名の学生を受

けており、２週間に５店舗に行かされ、交通費もかなり多くかかった。実習時間も

日によって様々で、午前１１時開始、午後２時に帰っていいよと言われたこともあ

り、また、客がほとんど来なくて、一日中、薬剤師でない方と雑談という日もあっ

たという。このことについて調整機構を通して薬剤師会に確認したところ、結局、

満足できる回答はなく、実習費の返還もなかった。 
○学生側の実習内容に対する不満（希望する実習内容と異なった、内容が高度すぎて

ついていけなかったなど） 
○何らの指導もなく、ほったらかしであった。 
○選挙期間中の実習であったため、特定の候補者への投票を促され不快であった。 
○学生がセクハラ、パワハラと感じた事例： 
・身体に触れる 
・しつこくデートや食事に誘う 
・男女関係等のプライバシーの詮索 
・実習指導者が怖すぎる など 
○実習施設の指導者から、他の実習生と比較するような発言や、基礎学力の低さを必

要以上に指摘するような発言（「薬剤師に向いていない」など）により、学生が精

神的に苦痛を受けたケースがあった。実習終了後にヒアリングとフォローの対応が
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必要であった。 
○特定の薬局の指導薬剤師に関して、複数の学生から、指導薬剤師が自分の考えを過

度に押し付けた指導を行ったため毎日の実習が苦痛だったとの意見が寄せられた。 
 
５）平成２２年度から開始される６年制の実務実習では、実習期間が長期化し、見学型

から参加型とへ形態が変わりますが、その際、従来では予測できなかった新たなトラブ

ルが発生したり、従来では些細なトラブルに過ぎなかったものが、重大な問題へ拡大す

る可能性もあります。現時点で、上記のような貴学において新たに想定されているトラ

ブル等がありましたら、お教え下さい。 
 
○選択から必修、かつ長期であるため、６年制とはいえモチベーションの低い学生に

よる消極的な実習が懸念される。大学側の事前のしっかりとした教育が重要である

と思う。反対に、薬学生増加による受け入れ薬局の拡大から、経験の少ない薬局や

モチベーションの低い薬局において、実習の質の低下が心配される。 
○長期間の実習になるため、指導者と学生の相性の問題や、指導薬剤師側にその意識

が無くとも、学生にとってはパワハラ、セクハラ等になる問題が生じる可能性があ

る。 
○２週間程度の実習では我慢できていた「学生の実習態度」「指導者の態度・能力」

に対して、双方の不満が増大し問題が生じる可能性がある。 
○長期実務実習となることから指導薬剤師との指導面および精神面でのトラブルを

想定 
○一般的な医療実務であっても、感受性の高い学生には精神的な負担が大きくなるこ

とも予想される。医療に関する精神面のセーフティーネット体制を整備することも

必要。 
○指導薬剤師や薬局従業員との人間関係のトラブル 
○学生の感染症への罹患 
○学生の調剤過誤による患者被害・患者とのトラブル 
○傷病等による学生の長期欠席 
○実務実習の途中で学生が実習を取りやめ、4年制学科への転科の申し出 
○実務実習期間の途中で実習施設の変更が必要となる事例 
 実習施設の閉鎖、指導薬剤師の傷病による長期休業、指導薬剤師と合わない、 
 学生間でのトラブル、指導薬剤師からの変更申し出、指導薬剤師のレベルが低い、 
 セクハラ・パワハラ・宗教勧誘、学生を労働力として用いる、患者による参加実

習の拒否、患者によるセクハラ等 
○施設への通学途中での事故 
○公共交通機関路線の廃止 
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○実習料の増額を実習途中で要求された場合 
○参加型になることで、患者との接遇が増え、言葉使いや態度により患者とのトラブ

ルが新たに発生することが予想される。 
   
６）上記１）～５）の内容以外で、今後、トラブル発生を想定しておくべき事項（実習

期間外も含め）がありましたらご意見をお書きください。 
 
○実習期間、期間外での、学生に対する求人活動。特に期間中の求人活動は禁止にす

べきである。 
○学生に起因する医療（調剤）過誤を含めたトラブルの発生 
○患者の個人情報の流出（メモリースティック、携帯電話のカメラ、学生同士の会話） 
○指導者、学生双方のセクハラの問題がある。 
○心身に問題のある学生やトラブルを起こしそうな学生は、大学側の事前教育と実習

前と実習中における大学と薬局との十分な連携が必要であると考える。 
○実習期間途中で病気等の事情で実習を休止しなければならない場合、対処法（再開

方法）を決めておく必要がある。 
○学生個々で実務実習に対する目標と満足度が異なることが予想される。実務実習開

始前に指導薬剤師と一緒に目標を設定することが必要。 
○指導薬剤師が実習途中に指導できなくなる。 
○実習先の指導薬剤師の起こした刑事、民事事件に学生が巻き込まれる。 
○採用試験による実習の中断 
  特に 6年制一期生の場合は、薬剤師不足であり、5年次に採用試験が行われる可
能性がある。また、製薬企業でも採用試験が 5年次に行われることがある。 

○実習時期による不公平 
  実習時期によって、国家試験への合格率、採用試験への有利不利が明らかになっ

た場合、実習の時期を 1期（5年次 5月開始、11月終了）だけにするしかない。 
○実習施設による終了時刻の違い 
  研究能力の低下を防ぐため、日々の実習終了後に大学に戻り、研究やセミナーへ

の参加を期待している教員も多い。施設によって日々の終了時刻が大きく異なると、

学生や教員から不満が出るとともに、学生の健康管理上問題となるかもしれない。 
○薬局や病院での待遇や指導方法などに実習施設間での格差が大きいと、学生に不公

平感がかなり起こる可能性がある。そういう情報が流れ始めると、あの施設には行

きたくないとか、ここに是非行きたいなどの要望が多くなり、実習先の選定の際の

トラブルになるのではないか。また、希望でない施設に仕方なく出向く学生の消極

性が、さらにトラブルを起こすのではないかと心配している。 
○具体的に当該医療施設との連携体制をいかに構築するか。 
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○在宅ケア、勉強会、地域活動等に参加する場合などの、実習施設外または時間外で

の事故が起こったときの取扱い 
○社会的問題（震災、感染症の発生、など）が起こった場合の対応 
○以前に、保険薬局実習に出向いた他大学の学生の体験談として、「ひまで、するこ

とがなく、来る日も来る日もたばこの自販機にたばこの充填をさせられた」との事

例を耳にしたことがある。当時のわずか 1週間の実習期間でさえもこのような事例
があったことから、11 週間もの長期では学生のモチベーションを保つための実習
内容の精査を今一度お願いしたい。 

○薬学共用試験をパスした学生が実習を受けるので、指導者は相当勉強しておかない

と内容と質が担保されたよい実習はできないと思われる。 
○実習中断・中止の場合の代替え実習（施設）の確保 
○実習施設の薬剤師、大学教員、学生の 3者の連絡方法（3者の連携が上手くいかな
い可能性がある）。 
○実習前の抗体検査の結果で（－）の学生が予防接種を受けずに実習に行き、罹患し

た場合や罹患後に他の患者等に感染させた場合 
○実習前の抗体検査の結果で（－）の学生が予防接種を拒否したため、予定の実習施

設に受け入れてもらえなかった場合 
○最低限必要としている感染症対策（抗体検査、予防接種）の項目についての全国（ま

たは地域）で統一した指針の提示が必要ではないか。 
○実務実習後に学生間の情報交換により、実習内容に明確な温度差があり、学生から

クレームが出た場合の対策（大学でフォローできないような実習内容も想定され、

指導薬剤師の先生方と継続的な協議の場を設定し、具体的事例についての対策を講

じ、次年度実務実習への対応を検討する必要性を感じている）。また、実習中断の

場合の費用分担金額の取り決めが必要と思われる。 
○「自分たちは授業料を払って自由意志で勉強をしにきている」と考えている学生も

多く、指導薬剤師側に少しでも「教えてやっている」という態度が伺えると、反発

する可能性がある。短期間の実習であれば「その期間だけ我慢しよう」で済むが、

長期間になると問題が顕在化するので、指導側にも意識改革が必要と思われる。 
○実習終了後も守秘義務の遵守が行えるか。患者情報の閲覧制限と、実習レポート作

成時における記載してはならない秘密事項について明確にしておくことが必要。 
 
７）その他、実務実習に関するトラブル全般に関しまして、ご意見・ご要望等あります

ればお聞かせ下さい。 
 
○薬薬薬合同で行うべきかもしれないが、セクハラ、パワハラ（実習学生への差別化

を含む）の講習会をぜひ行っていただきたい。 
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○今後、大学と実習施設の検討課題ではあるが、コアカリキュラムをクリア出来る施

設なのか、またできない場合の対策はどうするのか、現段階では情報がないので不

安である。 
○学生だけでなく、薬局に問題がある場合も考えられるので、学生に薬局を評価させ

ることも必要かと思う。もちろん、学生の言うことをすべて鵜呑みにすることはで

きないことは承知している。 
○この様な調査を繰り返し実施して頂き、常に実務実習を改善する姿勢が望まれる。 
 良い調査をどうも有難うございました。 
○トラブルの解決のため、県薬剤師会と大学の意思疎通をさらに図りたい。またその

システム作りを提案したいと考えている。 
○以前に薬学会主催？で実務実習の途中で中断を余儀なくされた場合の対応につい

て、ワークショップが行われているので、その検討結果を参考にされた方がよいと

思う。 
○調剤過誤や直接実習施設の不利益になるような大きなミスが起きた場合の対処方

法につき、大学と実習施設との間で事前に綿密に打ち合わせておく機会を充分に作

るべきだと考える。 
あと、実習費に関することも、きちんと相互に納得理解した上で実習を開始しな

いと、持続的な実習が結局できないのではないかと心配である。 
○学生と施設、または大学と施設のトラブルが発生した場合、個別対応が基本と考え

るが、薬剤師会等が中立的な立場で間に入っていただけると解決しやすいケースも

あるのではないかと考える。 
○トラブルに関しては、施設側、学生側ともにすぐに大学に連絡を戴くようにお願い

する次第である。また、どうしても改善の見られない場合は、途中での引き上げも

やむを得ないと考える。 
 結局、お互いが密接に連絡を取って、現状把握をして行く事が肝要と思われる。 
○①できる限り、2名以上による実習 
②調整機構など第三者による対策委員会の設置（中立な立場からの大学、施設への

意見の提示など） 
○学生の態度等に問題がある場合に、連絡をうけた大学が学生に直接反省を促す事で

態度が改まることもある。疑問に思う学生に関してはできるだけはやく大学へ連絡

していただくことにより、実習継続が可能か中止すべきかを早期に判断できる体制

をとり、実習現場で問題を長引かせることがないようにしたいと思う。 
○実習でトラブルは必ずおこると思われる。 
 したがって大切なことはトラブルへ対応する際に、誰が悪いというのではなく、

学生にとっても指導薬剤師にとっても納得のいく円満な解決方法を見つける努力

を大学担当者が賢明に行うことだと考えている。 
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 そのためには、大学担当者が全ての受入薬局の指導薬剤師、ならびに学生としっ

かりとしたコミュニケーションをとり続けることが肝要との意見である。幸い、本

学の場合、６年制は４０名と少数であることから、私が全員の担任として薬局実習

全般をフォローする計画にしている。 
 

以 上 



　　　平成21年7月8日時点 実務実習関係スケジュール予定 日本薬剤師会作成　　  　

年度 16
(2004)

17
(2005)

18
(2006)

19
(2007)

20
(2008)

21
(2009)

22
(2010)

23
(2011)

24
(2012)

関係団
体

主なタイムスケジュール
薬学教育6年
制法案成立

旧4年制最終入学
（17年4月）

薬学教育6年制
スタート

旧4年制薬学部
卒業(21年3月)

薬学生長期実務
実習スタート

第1回6年制薬剤師卒業
（24年3月）
第1回6年制薬剤師国家
試験（24年3月）

6年制薬剤師社会へ

118人
（WS修了
者）

下記への協力

・実習施設のリスト化
　20年12月末まで
・学生と実習施設の
　割振り終了
　21年3月末まで

上記に協力

認定実務実習指導薬剤師養成研修事業

厚生労働省補助金（予算） 　*額は概算
3200万円 4400万円 6800万円 6900万円 4100万円

ワーク
ショップ 実施年度予定

ア）学生の指導について

イ）薬剤師に必要な理念について

ウ）実務実習モデル・コアカリキュラムについて

エ）最新の業務について

オ）参加型実務実習の実施方法について

実習施設リスト提出
期限21年6月末
（文科省へ）

　　　　　　　　　

問題作成　ブラッシュアップ作業

トライアル開始

各地区調整機関

大
　
学

第三者評価関係

薬学共用試験　CBT

薬学共用試験　OSCE

事前学習

早期体験学習

　実務実習関係

実務実習に関する特別委員会（20.21年度）
　受入体制整備検討会　／　指導体制整備検討会

認定講
習会

日
本
薬
剤
師

研
修
セ
ン
タ
ー

日
本
薬
剤
師
会

　　　　薬局における
認定実務実習指導薬剤師
　養成目標数　10,000人

薬
学
教
育

協
議
会

薬局

各地区調整機構

　　＊認定者5,902人
（平成21年6月15日時点）

厚生労働省補助事業としての
認定実務実習指導薬剤師養成事業は

20年度（21年3月）までの予定であったが、
21年度についても実施。
それ以降は今後検討。

薬学共用試験に先立って実施

薬学生長期実務実習  平成22年5月17日よりスタート

　　　　　　　10,000人目標
　　　　　　　（当初計画）

621人
（WS修了者）

〔累計739人〕

1,550人
（WS修了者）

〔累計2,289人〕

2,661人
（WS修了者）

〔累計4,950人〕

3,494人
（WS修了者）

〔累計8,444人〕

約2,880人
（WS修了予定者）

〔累計約11,300人〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左記期間以降は改めて申請方法を案内

薬学生長期実務実習受入　平成22年5月17日よりスタート

18年4月より実施

調整機構・調整機関の一本化

認定実務実習指導薬剤師の認定申請受付
（20年1月～22年5月末まで）

当初計画は21年度末
までに7,000人養成

21年12月より実施予定

21年12月より実施予定

自己評価21
検討開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬学教育評価機構設立(20年12月) 24年度より本評価開始予定



薬局実務実習における１１週間のスケジュール 例 日本薬剤師会作成

2009年7月

コマ 第１週目 SBO LS 第２週目 SBO LS 第３週目 SBO LS 第４週目 SBO LS 第５週目 SBO LS 第６週目 SBO LS 第７週目 SBO LS 第８週目 SBO LS 第９週目 SBO LS 第１０週目 SBO LS 第１１週目 SBO LS

１
オリエンテーション薬剤
師会・受入施設等で
倫理規範について

2-1-1 P201
保健・衛生、QOL向上に
係る薬局アイテムの役
割

1-1-2 P101 アイテムの管理 1-3-8 P104
薬歴からの患者情報の
把握

2-2-6 P204 患者への説明
2-3-
10

P208
処方内容からの患者情
報の把握

2-2-5 P203
処方内容からの患者情
報の把握

2-2-5 P203
医師等への報告書の作
成

2-2-8 P206 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

２
オリエンテーション薬剤
師会・受入施設等で
守秘義務について

2-1-2 P201
薬局アイテムの流通に
係わる人達の仕事

1-1-3 P101
医薬品の情報収集添付
文書からの情報収集

2-2-
3,4

P202
薬歴からの患者情報の
把握

2-2-6 P204
医療従事者への情報提
供

2-3-
11

P209
薬歴からの患者情報の
把握

2-2-6 P204
薬歴からの患者情報の
把握

2-2-6 P204 安全性情報報告書作成 2-2-9 P207 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

３
薬局アイテムの医療の
中での役割

1-1-1 P101 アイテムの管理 1-3-8 P104
処方内容からの患者情
報の把握

2-2-5 P203 医師への報告書の作成 2-2-8 P206

処方せんの受付、医療
人としての態度、話がで
きる工夫、服薬上の問
題点の把握

3-2-7
～10

P304

処方せんの受付、医療
人としての態度、話がで
きる工夫、服薬上の問
題点の把握

3-2-7
～10

P304
医師等への報告書の作
成

2-2-8 P206
医療スタッフとの連携、
患者情報共有の重要
性、情報の授受

2-3-
12

P210 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

４ 在庫管理 1-3-6 P104
毒劇物取扱い説明、規
制医薬品の取扱い説明
と保管方法見学

1-4-
9,10,1
1

P105
処方内容からの患者情
報の把握

2-2-5 P203
医療従事者への情報提
供

2-3-
11

P209
薬歴からの処方内容の
妥当性判断

3-3-
13

P306

処方せんの受付、医療
人としての態度、話がで
きる工夫、服薬上の問
題点の把握

3-2-7
～10

P304
医療従事者への情報提
供

2-3-
11

P209 調剤鑑査
3-5-
33

P315 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

５ 検収体験 1-3-7 P104
医薬品の情報収集添付
文書からの情報収集

2-2-
3,4

P202
処方内容からの患者情
報の把握

2-2-5 P203
医療スタッフとの連携、
患者情報共有の重要
性、情報の授受

2-3-
12

P210
服薬指導の基礎
薬歴の意義・記載項目

3-6-
35,36

P317 疑義照会の行い方
3-3-
14

P307

処方せんの受付、医療
人としての態度、話がで
きる工夫、服薬上の問
題点の把握

3-2-7
～10

P304 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

６
医薬品の情報収集添付
文書からの情報収集

2-2-
3,4

P202
医薬品の情報収集添付
文書からの情報収集

2-2-
3,4

P202
薬歴からの患者情報の
把握

2-2-6 P204

処方せんの受付け、医
療人としての態度、話が
できる工夫、服薬上の
問題点の把握

3-2-7
～10

P304
服薬指導の基礎
薬歴の意義・記載項目

3-6-
35,36

P317 計数調剤
3-4-
17～
25

P310
疑義照会シミュレーショ
ン

3-3-
15

P308 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

７
医薬品の情報収集添付
文書からの情報収集

2-2-
3,4

P202
緊急安全性情報・DSU
等について

2-2-7 P205
緊急安全性情報・DSU
等について

2-2-7 P205
処方せんの確認
処方薬の妥当性

3-3-
11,12

P305 自己注射の調剤・説明
3-6-
40

P320
計量調剤（軟膏・水剤・
散剤）

3-4-
29,30

P313 調剤鑑査
3-5-
33

P315 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

８ 保険調剤の流れ 3-1-1 P301 安全性情報報告書作成 2-2-9 P207 患者への説明
2-3-
10

P208 一包化調剤
3-4-
26,27

P311 自己注射の調剤・説明
3-6-
40

P320
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321 調剤鑑査
3-5-
33

P315 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

９
薬局構造設備と保険薬
局許可申請

3-1-2 P301
初回・再来局患者情報
収集内容の説明

3-2-6 P303
医療スタッフとの連携、
患者情報共有の重要
性、情報の授受

2-3-
12

P210 粉砕による調剤
3-4-
28

P312
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

１０
処方せんの形式・記載
事項

3-2-3 P302

処方せんの受付、医療
人としての態度、話がで
きる工夫、服薬上の問
題点の把握

3-2-7
～10

P304 計数調剤
3-4-
17～
25

P310
計量調剤（軟膏・水剤・
散剤）

3-4-
29,30

P313
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

１１
受付時の対応・注意事
項
初回質問票

3-2-
4,5

P302

処方せんの受付、医療
人としての態度、話がで
きる工夫、服薬上の問
題点の把握

3-2-7
～10

P304 計数調剤
3-4-
17～
25

P310
計量調剤（軟膏・水剤・
散剤）

3-4-
29,30

P313
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

１２ 処方せんの確認
3-3-
11

P305
薬歴からの処方内容の
妥当性判断

3-3-
13

P306
計量調剤（軟膏・水剤・
散剤）

3-4-
29,30

P313
服薬指導の基礎
薬歴の意義・記載項目

3-6-
35,36

P317
調剤報酬請求
レセプトの作成

3-10-
55

P326
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

１３ 薬袋への記載事項
3-4-
16

P309 計数調剤
3-4-
17～
25

P310
計量調剤（軟膏・水剤・
散剤）

3-4-
29,30

P313
説明が必要な薬剤の使
用方法

3-6-
39

P319
調剤報酬請求
レセプトの作成

3-10-
55

P326 受診勧奨 4-1-4 P403 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322
調剤報酬請求
レセプトの作成

3-10-
55

P326 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 総合実習 6-1-1 P601

１４ 計数調剤
3-4-
17～
25

P310 計数調剤
3-4-
17～
25

P310 患者から収集する情報
3-6-
34

P316
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321
調剤過誤防止対策
工夫事例

3-11-
60

P331
セルフメディケーション
対応

4-2-5 P404 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 調剤過誤事例への対応
3-11-
61,62

P332 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 総合実習 6-1-1 P601

１５ 計数調剤
3-4-
17～
25

P310 計数調剤
3-4-
17～
25

P310
服薬指導の基礎
薬歴の意義・記載項目

3-6-
35,36

P317
服薬指導（見学・ロール
プレイ）

3-7-
41～
44

P321 健康管理アドバイス 4-1-3 P402 顧客モニタリング 4-2-6 P405 服薬指導（実践）
3-8-
45～
49

P322 カウンター実習
4-3-7
～10

P407
調剤報酬請求
レセプトの作成

3-10-
55

P326 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 総合実習 6-1-1 P601

１６ 計数調剤
3-4-
17～
25

P310 計数調剤
3-4-
17～
25

P310 薬歴の保管
3-6-
37

P317
調剤報酬請求
レセプトの作成

3-10-
55

P326
セルフメディケーション
対応

4-2-5 P404 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 受診勧奨 4-1-4 P403 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 総合実習 6-1-1 P601

１７ 調剤録について
3-9-
50,51,
52

P323
毒薬・劇薬・麻薬・向精
神薬・抗がん剤の取扱
い

3-4-
31,32

P314
小児・妊婦・高齢者への
服薬指導

3-6-
38

P318 調剤報酬の仕組み
3-10-
56

P327 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406
セルフメディケーション
対応

4-2-5 P404 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 総合実習 6-1-1 P601

１８
調剤後の処方せんへの
記入事項
処方せんの保管

3-9-
53,54

P324,
325

調剤過誤防止対策
類似医薬品

3-11-
58

P329
説明が必要な薬剤の使
用方法

3-6-
39

P319 健康管理アドバイス 4-1-3 P402 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 顧客モニタリング 4-2-6 P405 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 総合実習 6-1-1 P601

１９ 調剤報酬の仕組み
3-10-
56

P327
調剤過誤防止対策
リスクの高い医薬品

3-11-
59

P330
セルフメディケーション
対応

4-2-5 P404
セルフメディケーション
対応

4-2-5 P404 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 総合実習 6-1-1 P601

２０ 医療事故・調剤過誤
3-11-
57

P328
かかりつけ薬剤師の役
割・患者と接する

4-1-
1,2

P401 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 総合実習 6-1-1 P601

２１
調剤過誤防止対策
類似医薬品

3-11-
58

P329 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 総合実習 6-1-1 P601

２２
インシデントレポートに
ついて

3-11-
63

P333 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 健康被害問題
5-4-
15

P514 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P406 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 総合実習 6-1-1 P601

２３
かかりつけ薬剤師の役
割・患者と接する

4-1-
1,2

P401 日用品へのかかわり
5-4-
11,12

P511 消毒の概念
5-4-
14

P513
誤飲・誤食/食中毒への
アドバイス

5-4-
13

P512 地域対応実習
5-4-
11～
15

P515 地域対応実習
5-4-
11～
15

P515 地域対応実習
5-4-
11～
15

P515 地域対応実習
5-4-
11～
15

P515 カウンター実習
4-3-7
～10

P407 総合実習 6-1-1 P601

２４ カウンター実習
4-3-7
～10

P406 総合実習 6-1-1 P601
薬剤師の貢献
QOLの改善

6-1-
2,3

P602

２５ 総合実習 6-1-1 P601
薬剤師の貢献
QOLの改善

6-1-
2,3

P602

※本実習項目は、「実務実習モデル・コアカリキュラム」の到達目標（SBO）を縮めて標記したものであり、対応する到達目標は本会にて便宜上付した整理番号で表示してある。
※本表はあくまで例であり、各薬局において適宜業務の実情に合わせたスケジュールを作成することが望ましい。
※１コマ＝９０分
※それぞれの実習項目の詳細については、「薬局薬剤師のための薬学生実務実習指導の手引き」（日本薬剤師会）を参照されたい。

委託する薬局の受け入れ状況及び支部内で日程調整して進める到達目標（別表）

案



委託する薬局の受け入れ状況、支部内で日程調整して進める主な到達目標

コマ 項目 SBO LS

1 薬局製剤概説 1-2-4 P102

2 薬局製剤の調製 1-2-5 P103

3 薬局製剤の調製 1-2-5 P103

4
在宅の説明
話し合い

5-1-1 P501

5 在宅（できれば訪問） 5-1-1～3 P501

6 在宅（できれば訪問） 5-1-1～3 P502

7
医療関係職種との連携
病院薬剤師との連携

5-2-4 P503

8 夜間薬局見学 5-2-5 P504

9 居宅介護関連 5-2-6 P505

10 居宅介護関連 5-2-6 P505

11 災害時の役割 5-3-7 P506

12 災害時の役割 5-3-7 P507

13 災害時の役割 5-3-7 P507

14 学校薬剤師業務 5-4-8 P508

15 学校薬剤師業務 5-4-8 P508

16 医薬品の適正使用 5-4-9 P509

17 医薬品の適正使用 5-4-9 P509

18 薬物乱用防止活動 5-4-10 P510

※「実務実習モデル・コアカリキュラム」薬局実習部分　色分け

（１）薬局アイテムと管理

（２）情報のアクセスと活用

（３）薬局調剤を実践する

（４）薬局カウンターで学ぶ

（５）地域で活躍する薬剤師

（６）薬局業務を総合的に学ぶ



LS NO. SBO

(1)-<1>-1 薬局で取り扱うアイテムが医療の中で果たす役割について説明できる。

(1)-<1>-2 薬局で取り扱うアイテムの保健・衛生、生活の質の向上に果たす役割を説明できる。

(1)-<1>-3 薬局アイテムの流通機構に係わる人達の仕事を見学し、薬剤師業務と関連づけて説明できる。

P102 (1)-<2>-4 代表的な薬局製剤・漢方製剤について概説できる。

P103 (1)-<2>-5 代表的な薬局製剤・漢方製剤を調製できる。

(1)-<3>-6 医薬品の適正在庫とその意義を説明できる。

(1)-<3>-7 納入医薬品の検収を体験し、そのチェック項目（使用期限、ロットなど）を列挙できる。

(1)-<3>-8 薬局におけるアイテムの管理、配列の概要を把握し、実務を体験する。（知識・技能）

(1)-<4>-9 麻薬、向精神薬などの規制医薬品の取扱いについて説明できる。

(1)-<4>-10 毒物、劇物の取扱いについて説明できる。

(1)-<4>-11
法的な管理が義務付けられている医薬品（麻薬、向精神薬、劇薬、毒薬，特定生物由来製剤な
ど）を挙げ、その保管方法を見学し、その意義について考察する。（態度）

(2)-<1>-1 医療の担い手が守るべき倫理規範を遵守する。（態度）

(2)-<1>-2 職務上知り得た情報について守秘義務を守る。（態度）

(2)-<2>-3
医薬品の基本的な情報源（厚生労働省、日本製薬工業協会、製薬企業、日本薬剤師会、卸な
ど）の種類と特徴を正しく理解し、適切に選択できる。（知識・技能）

(2)-<2>-4 基本的な医薬品情報（警告、禁忌、効能、副作用、相互作用など）を収集できる。（技能）

P203 (2)-<2>-5 処方内容から得られる患者情報を的確に把握できる。（技能）

P204 (2)-<2>-6 薬歴簿から得られる患者情報を的確に把握できる。（技能）

P205 (2)-<2>-7 緊急安全性情報、不良品回収、製造中止などの緊急情報の取扱い方法を説明できる。

P206 (2)-<2>-8 問い合わせに対し、根拠に基づいた論理的な報告書を作成できる。（知識・技能）

P207 (2)-<2>-9 医薬品・医療用具等安全性情報報告用紙に必要事項を記載できる。（知識・技能）

P208 (2)-<3>-10
入手した情報を評価し、患者に対してわかりやすい言葉、表現で適切に説明できる。（技能・
態度）

P209 (2)-<3>-11
入手した患者情報を、必要に応じ、適正な手続きを経て他の医療従事者に提供できる。（技
能・態度）

P210 (2)-<3>-12 患者および医薬品に関連する情報の授受と共有の重要性を感じとる。（態度）

(3)-<1>-1
保険調剤業務の全体の流れを理解し、処方せんの受付から調剤報酬の請求までの概要を説明で
きる。

(3)-<1>-2 保険薬局として認定される条件を、薬局の設備と関連づけて具体的に説明できる。

(3)-<2>-3 処方せん（麻薬を含む）の形式および記載事項について説明できる。

(3)-<2>-4
処方せん受付時の対応および注意事項（患者名の確認、患者の様子、処方せんの使用期限、記
載不備、偽造処方せんへの注意など）について説明できる。

(3)-<2>-5 初来局患者への対応と初回質問表の利用について説明できる。

　（１）薬局アイテムと管理

　（２）情報のアクセスと活用

<1>《 薬剤師の心構え 》

＊各SBOに対応させたNO.は、日本薬剤師会において便宜上付したものである。

<2>《 情報の入手と加工 》

<4>《 特別な配慮を要する医薬品 》

<1>《 薬局アイテムの流れ 》

<2>《 薬局製剤 》

<3>《 薬局アイテムの管理と保存 》

<3>《 情報の提供 》

　（３）薬局調剤を実践する

<1>《 保険調剤業務の全体の流れ 》

<2>《 処方せんの受付 》

P101

P104

P105

P201

P202

P301

P302

薬局実務実習に関するSBO一覧表



LS NO. SBO
＊各SBOに対応させたNO.は、日本薬剤師会において便宜上付したものである。

薬局実務実習に関するSBO一覧表

P303 (3)-<2>-6 初来局および再来局患者から収集すべき情報の内容について説明できる。

(3)-<2>-7 処方せん受付時の対応ができる。(技能・態度）

(3)-<2>-8 生命に関わる職種であることを自覚し、ふさわしい態度で行動する。（態度）

(3)-<2>-9 患者が自らすすんで話ができるように工夫する。（技能・態度）

(3)-<2>-10
患者との会話などを通じて、服薬上の問題点（服薬状況、副作用の発現など）を把握できる。
（技能）

(3)-<3>-11 処方せんが正しく記載されていることを確認できる。（技能）

(3)-<3>-12
処方せんに記載された処方薬の妥当性を、医薬品名、分量、用法、用量、薬物相互作用などの
知識に基づいて判断できる。（知識・技能）

P306 (3)-<3>-13 薬歴簿を参照して処方内容の妥当性を判断できる。（知識・技能）

P307 (3)-<3>-14 疑義照会の行い方を身につける。（知識・態度）

P308 (3)-<3>-15
疑義照会事例を通して、医療機関との連携、患者への対応をシミュレートする。（技能・態
度）

P309 (3)-<4>-16 薬袋、薬札に記載すべき事項を列挙できる。

(3)-<4>-17 処方せんの記載に従って正しく医薬品の取りそろえができる。（技能）

(3)-<4>-18 錠剤、カプセル剤などの計数調剤ができる。（技能）

(3)-<4>-19 代表的な医薬品の剤形を列挙できる。

(3)-<4>-20 医薬品の識別に色、形などの外観が重要であることを、具体例を挙げて説明できる。

(3)-<4>-21 代表的な医薬品の商品名と一般名を対比できる。

(3)-<4>-22 同一商品名の医薬品に異なった規格があるものについて具体例を列挙できる。

(3)-<4>-23 異なる商品名で、同一有効成分を含む代表的な医薬品を列挙できる。

(3)-<4>-24 代表的な同種・同効薬を列挙できる。

(3)-<4>-25 代表的な医薬品を色・形、識別コードから識別できる。（技能）

(3)-<4>-26 一回量（一包化）調剤を必要とするケースについて説明できる。

(3)-<4>-27 一回量（一包化）調剤を実施できる。（技能）

P312 (3)-<4>-28 錠剤の粉砕、およびカプセル剤の開封の可否を判断し、実施できる。（知識・技能）

(3)-<4>-29 散剤、液剤などの計量調剤ができる。（技能）

(3)-<4>-30 調剤機器（秤量器、分包機など）の基本的取扱いができる。（技能）

(3)-<4>-31 毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬などの調剤と取扱いができる。（技能）

(3)-<4>-32 特別な注意を要する医薬品（抗悪性腫瘍薬など）の取扱いを体験する。（技能）

P315 (3)-<5>-33 調剤された医薬品に対して、鑑査の実務を体験する。（技能）

P316 (3)-<6>-34
適切な服薬指導を行うために、患者から集める情報と伝える情報を予め把握できる。（知識・
技能）

(3)-<6>-35 薬歴管理の意義と重要性を説明できる。

(3)-<6>-36 薬歴簿の記載事項を列挙し、記入できる。（知識・技能）

(3)-<6>-37 薬歴簿の保管、管理の方法、期間などについて説明できる。

P318 (3)-<6>-38 妊婦、小児、高齢者などへの服薬指導において、配慮すべき事項を列挙できる。

P319 (3)-<6>-39 患者に使用上の説明が必要な眼軟膏、坐剤、吸入剤などの取扱い方を説明できる。（技能）

P320 (3)-<6>-40 自己注射が承認されている代表的な医薬品を調剤し、その取扱い方を説明できる。

(3)-<7>-41 指示通りに医薬品を使用するように適切な指導ができる。（技能）

<7>《 服薬指導入門実習 》

<3>《 処方せんの鑑査と疑義照会 》

<4>《 計数・計量調剤  》

<5>《 計数・計量調剤の鑑査  》

<6>《 服薬指導の基礎  》

P304

P305

P310

P311

P313

P314

P317



LS NO. SBO
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(3)-<7>-42 薬歴簿を活用した服薬指導ができる。（技能）

(3)-<7>-43 患者向けの説明文書を使用した服薬指導ができる。（技能）

(3)-<7>-44 お薬手帳、健康手帳を使用した服薬指導ができる。（技能）

(3)-<8>-45 患者に共感的態度で接する。（態度）

(3)-<8>-46
患者との会話を通じて病態、服薬状況（コンプライアンス）、服薬上の問題点などを把握でき
る。（技能）

(3)-<8>-47 患者が必要とする情報を的確に把握し、適切に回答できる。（技能・態度）

(3)-<8>-48
患者との会話を通じて使用薬の効き目、副作用に関する情報を収集し、必要に応じて対処法を
提案する。（技能・態度）

(3)-<8>-49
入手した情報を評価し、患者に対してわかりやすい言葉、表現で適切に説明できる。（技能・
態度）

(3)-<9>-50 調剤録の法的規制について説明できる。

(3)-<9>-51 調剤録への記入事項について説明できる。

(3)-<9>-52 調剤録の保管、管理の方法、期間などについて説明できる。

P324 (3)-<9>-53 調剤後の処方せんへの記入事項について説明できる。

P325 (3)-<9>-54 処方せんの保管、管理の方法、期間などについて説明できる。

P326 (3)-<10>-55 調剤報酬を算定し、調剤報酬明細書（レセプト）を作成できる。（技能）

P327 (3)-<10>-56 薬剤師の技術評価の対象について説明できる。

P328 (3)-<11>-57
代表的な医療事故訴訟あるいは調剤過誤事例について調査し、その原因について指導薬剤師と
話し合う。（知識・態度）

P329 (3)-<11>-58 名称あるいは外観が類似した代表的な医薬品を列挙できる。

P330 (3)-<11>-59 特にリスクの高い代表的な医薬品（抗悪性腫瘍薬、抗糖尿病薬など）を列挙できる。

P331 (3)-<11>-60 調剤過誤を防止するために、実際に工夫されている事項を列挙できる。

(3)-<11>-61 調剤中に過誤が起こりやすいポイントについて討議する。（態度）

(3)-<11>-62 過誤が生じたときの対応策を討議する。（態度）

P333 (3)-<11>-63 インシデント、アクシデント報告の記載方法を説明できる。

(4)-<1>-1 かかりつけ薬局・薬剤師の役割について指導薬剤師と話し合う。（態度）

(4)-<1>-2 患者、顧客に対して適切な態度で接する。(態度）

P402 (4)-<1>-3 疾病の予防および健康管理についてアドバイスできる。（技能・態度）

P403 (4)-<1>-4 医師への受診勧告を適切に行うことができる。（技能・態度）

P404 (4)-<2>-5
セルフメディケーションのための一般用医薬品、医療用具、健康食品などを適切に選択・供給
できる。（技能）

P405 (4)-<2>-6
顧客からモニタリングによって得た副作用および相互作用情報への対応策について説明でき
る。

(4)-<3>-7 顧客が自らすすんで話ができるように工夫する。（技能・態度）

(4)-<3>-8 顧客が必要とする情報を的確に把握する。（技能・態度）

(4)-<3>-9 顧客との会話を通じて使用薬の効き目、副作用に関する情報を収集できる。（技能・態度）

<3>《 カウンター実習 》

<10>《 調剤報酬 》

<11>《 安全対策 》

　（４）薬局カウンターで学ぶ

<1>《 患者・顧客との接遇 》

<2>《 一般用医薬品・医療用具・健康食品 》

<8>《 服薬指導実践実習 》

<9>《 調剤録と処方せんの保管・管理 》

P321

P322

P323

P332

P401

P406
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(4)-<3>-10
入手した情報を評価し、顧客に対してわかりやすい言葉、表現で適切に説明できる。（技能・
態度）

(5)-<1>-1 訪問薬剤管理指導業務について説明できる。

(5)-<1>-2 在宅医療における医療廃棄物の取り扱いについて説明できる。

P502 (5)-<1>-3 薬剤師が在宅医療に関わることの意義を指導薬剤師と話し合う。（態度）

P503 (5)-<2>-4 病院薬剤師と薬局薬剤師の連携の重要性を説明できる。

P504 (5)-<2>-5 当該地域における休日、夜間診療と薬剤師の役割を説明できる。

P505 (5)-<2>-6
当該地域での居宅介護、介護支援専門員などの医療福祉活動の状況を把握できる。（知識・技
能）

P506.507 (5)-<3>-7 緊急災害時における、当該薬局および薬剤師の役割について説明できる。

P508 (5)-<4>-8 学校薬剤師の職務を見聞し、その役割を説明できる。

P509 (5)-<4>-9 地域住民に対する医薬品の適正使用の啓発活動における薬剤師の役割を説明できる。

P510 (5)-<4>-10 麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止運動における薬剤師の役割について説明できる。

(5)-<4>-11 日用品に係る薬剤師の役割について説明できる。

(5)-<4>-12 日用品に含まれる化学物質の危険性を列挙し、わかりやすく説明できる。

P512 (5)-<4>-13 誤飲、誤食による中毒および食中毒に対して適切なアドバイスできる。（知識・技能）

P513 (5)-<4>-14 生活環境における消毒の概念について説明できる。

P514 (5)-<4>-15 話題性のある薬物および健康問題について、科学的にわかりやすく説明できる。

P601 (6)-<1>-1 薬局業務を総合的に実践する。

(6)-<1>-2 患者の健康の回復と維持に薬剤師が積極的に貢献することの重要性を感じとる。（態度）

(6)-<1>-3
薬が病気の治癒、進行防止を通して、病気の予後とQOLの改善に貢献していることを感じとる。
（態度）

　（５）地域で活躍する薬剤師

<1>《 在宅医療 》

＊各SBOに対応させたNO.は、日本薬剤師会において便宜上付したものである。

<2>《 地域医療・地域福祉 》

<3>《 災害時医療と薬剤師 》

<4>《 地域保健 》

　（６）薬局業務を総合的に学ぶ

<1>《 総合実習 》

P501

P511

P602
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第 6 回社員総会議事次第 
 

日時 平成 21 年 5 月 29 日（金）午後 2 時～4 時 30 分 
場所 慶應義塾大学薬学部 1 号館 マルチメディア講堂 
 

１．社員確認       

２．代表理事挨拶 

３．来賓挨拶 

文部科学省高等教育局医学教育課  

厚生労働省医薬食品局総務課 

４．議事録署名人指名 

５．協議 

１）定款改定(案)について     

２）平成 20 年度事業報告(案)について    

３）平成 20 年度決算報告(案)について    

４）監査報告 

５）平成 21 年度事業計画(案)について    

６）平成 21 年度予算（案）について    

６．報告 
  １）諸規則について      

ⅰ 会費に関する規則     

ⅱ 薬学教育に関連する団体に関わる規則   

２）その他       

７．役員選出（退任者の交代） 

 

- 休憩（理事会開催） – 

 

８．代表理事挨拶 

以上 
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薬学教育協議会 

平成 20年度事業報告 

 

１．薬学教育協議会総会および理事会開催状況 

第 11回理事会 

日時 平成 20年 4月 26日（土）午後 2時～4時 30分 

場所 慶應義塾大学薬学部 3号館 1102会議室 

 

第 5回社員総会 

日時 平成 20年 5月 17日（土）午後 2時～4時 30分   

場所 慶應義塾大学薬学部１号館 マルチメディア講堂 

 

第 12回理事会 

日時 平成 20年 5月 17日（土） 午後 4時 15分～4時 25分 

場所 慶應義塾大学薬学部１号館 マルチメディア講堂 

 

第 13回理事会 

日時 平成 20年 11月 17日（月）午後 3時～5時 

場所 日本薬学会長井記念館 1階 A会議室 

 

第 14回理事会 

日時 平成 21年 2月 28日（土）午後 2時～5時 

場所 慶應義塾大学薬学部 3号館 1102会議室 

 

２．委員会の新設 

１）常置委員会 

 ① 総務委員会 

   法人組織全般に亘る事項について協議するため設置した。 

２）臨時委員会 

 文部科学省の委託事業推進のために期間限定で設置した。 

 ① 薬学教育協議会実務実習推進委員会 事前学習に関わる委員会（平成 21年 3月末まで） 

 ② 薬学教育協議会実務実習中央調整機構 実務実習調整システムに関する委員会 

 

  （平成 21年 3月末まで） 

３．法人格の変更について 

法人に関わる法律改正に伴い、薬学教育協議会は平成 20 年 12 月 1 日付けで一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律（平成十八年六月二日法律第四十八号第一条）に基づき、一般

社団法人薬学教育協議会となった。なお、登記上は、第 6 回社員総会で承認を得た上で一般
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社団法人薬学教育協議会定款を渋谷法務局に提出し、受理されてから正式に一般社団法人と

なる。 

 

４．病院・薬局実務実習調整機構の活動 

１） 中央調整機構委員会 

① 各地区調整機構の実習先調整作業の実施状況について 

② 施設概要書の記入要領について 

③ 実務実習生受入施設への対応について（施設証） 

④ 薬業２団体の調整機構を介した実習への参画について 

⑤ 薬学教育に対する国への支援要請について 

⑥ 他地区で実習を希望する学生の調整（全国的なルール作り）について 

⑦ グループ実習について 

⑧ 事前学習および実務実習体制

⑨ ６年制実習における健康診断・抗体検査・ワクチン接種について 

に関する取り組みについて 

⑩ 実務実習調整の標準方式について 

２）各地区調整機構の活動 

① 4年制実務実習について 

4 年制最後の学生を対象に病院および薬局での実務実習を円滑に実施するための調整

を行った。 

② 実務実習生受入施設の上部団体訪問について 

各地区調整機構委員長は、大学代表者と共に地区内の実習生受入施設上部団体を訪問

して、6 年制実務実習に関する説明と実習生受入のための協力依頼をした。訪問に際

しては、薬学教育協議会作成の冊子を持参した。 

③ 平成 22 年度実習予定学生の実習先割り振り調整について 

実習生の実習先割り振りのための調整を行い、平成 21年 3月末までにほぼ完了した。 

④ 実習施設の概要書作成について 

文部科学省へ提出する施設の概要書（病院及び薬局）の作成を開始した。平成 21年 6

月末までに提出する。 

⑤ 認定実務実習指導薬剤師の養成について 

各地区調整機構は、指導薬剤師養成のための認定実務実習指導薬剤師養成ワークショ

ップおよび講習会を開催した。 

 

５．教科別担当教員会議について 

12 科目の教科別担当教員会議開催を支援した。 

 

６．アドバンストワークショップについて 

日本薬学会薬学教育改革大学人会議と共催でアドバンストワークショップを開催した。 

１）「第九回薬学教育改革大学人会議アドバンストワークショップ」 
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平成 20 年 10月 5日（日） 慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 

課題：実務実習の学習効果を高めるために大学教員と指導薬剤師はどのように関わ

ることができるか 

２）「第十回薬学教育改革大学人会議アドバンストワークショップ」 

平成 20 年 12月 23日（火） 慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス 

課題：新薬学教育制度における大学院構築に向けた方略に関するワークショップ 

 

７．模擬患者養成のための研修会開催支援 

１）2008年度 模擬患者研修会 

ワークショップＡ：「模擬患者（SP）によるコミュニケーション研修を開催してみよう！

あなたも SP役に挑戦」 

日時 平成 20年 5月 11日(日) 9：00〜12：00 

場所 慶應義塾大学薬学部 講堂 

ワークショップＢ：「SP養成講座初級コース」（Standardized Patient Course） 

日時 平成 20年 5月 11日(日) 12：00〜17：00 

場所 慶應義塾大学薬学部 講堂 

ワークショップＣ： 「SP 養成講座中級コース」（Simulated Patient Course） 

日時 平成 20年 5月 24日(土)  10:00〜16：00 

場所 慶應義塾大学薬学部 講堂 

２）模擬患者参加型演習に関するフォーラム 

日時 平成 20年 12月 26日（金） 10:00〜16:30 

場所 神戸学院大学 Ｃ号館 

 

８．薬学教員名簿について 

薬学教員名簿（平成 20年度版）を発刊した。 

 

９．就職動向調査について 

平成 20年 3月卒業生および大学院修了者の就職動向について調査し、結果を公表した。 

 

１０．新設大学の薬学教育協議会加盟について 

平成 20 年 4 月に開設した下記 2 大学の薬学教育協議会への加盟を承認した。平成 20 年度の

加盟数は 73 大学、74 学部となった。 

大学・学部名     学部長名      所在地        入学定員 

鈴鹿医療科学大学薬学部  川西 正祐  三重県鈴鹿市南玉垣町 3500-3 100 

立命館大学薬学部    北  泰行    滋賀県草津市野路東 1-1-1 100 

 

１１．受託事業について 

１）日本私立薬科大学協会の委託事業 
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事 業 名：長期実務実習実施のための OSCE摸擬患者育成および実務実習調整に関する調査研

究事業 

事業期間：平成 20年度および平成 21年度 

事業内容：① 模擬患者養成のための研修会 

     ② アドバンストワークショップの開催 

     ③ 病院・薬局実務実習調整機構活動 

２）文部科学省の委託事業 

事 業 名：平成 20年度文部科学省医療人養成推進等委託業務 

事業内容：① 薬学教育実務実習事前学習に関する調査・研究 

実施委員会委員長： 山元 俊憲 教授（昭和大学薬学部長） 

事業期間：平成 20年 11月 10日～平成 21年 3月 31日 

② 薬学教育実務実習体制に関する調査・研究 

実施委員会委員長： 木津 純子 教授（慶應義塾大学薬学部） 

事業期間：平成 20年 10月 20日～平成 21年 3月 31日 

 

１２．事務局移転 

事務局を日本薬学会長井記念館５階から３階へ移転した。 
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薬学教育協議会 

平成 21年度事業計画 

 

１．病院・薬局実務実習調整機構活動について 

１）実習生受入施設との連携 

各大学は既に実習生受入が決定している病院および薬局と連絡を密に取り、平成 22年 5月か

ら開始する長期実務実習に備える。 

２）認定実務実習指導薬剤師養成について 

各地区調整機構は、引き続き認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップおよび講

習会を開催する。 

 

２．実務実習推進委員会について 

１）長期実務実習開始に向けて国からの財政的支援について 

国からの財政的支援について要望書を作成し、文部科学大臣および厚生労働大臣へ提出する。 

２）「事前学習の結果と今後の検討」および「実務実習における大学教員の関わり合い」につい

て委員会を設置して協議する。 

３）実習費の検討について 

実際に必要な経費を平成 22～23 年度実習で調査し、平成 24 年度に協議・決定して平成 25

年度実習開始に備える。 

４）実務実習モデル・コアカリキュラムについて 

医療の発展に伴い現状にあわない点が出てくる可能性があるので、薬学教育協議会は率先し

て問題点を収集し、モデル・コアカリキュラムを改正する際に役立てる方向で協議する。 

 

３．教科別担当教員会議について 

前年度に引き続き 16 科目の担当教員会議開催を支援する。 

 

４．アドバンストワークショップ開催および OSCE模擬患者育成のための研修会助成について 

１）日本薬学会薬学教育改革大学人会議との共催による第十一回および第十二回アドバンスト

ワークショップを開催する 

２）OSCEのための模擬患者研修の開催を助成する。 

 

５．薬学教員名簿について 

薬学教員名簿（平成 21年度版）を発刊する。 

 

６．就職動向調査について 

平成 21 年 3 月卒業（4 年制）・大学院修了者の就職動向を調査し、結果を公表する。なお、

平成 24年 3月に卒業する 6年制第１期生の就職動向調査項目については、委員会を設けて検

討する。 

 

７．実務実習実施状況調査について 
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平成 21年 3月卒業生の実務実習実施状況を調査し、結果を公表する。 

 

８．委託事業 

１）日本私立薬科大学協会の委託事業 

事 業 名：長期実務実習実施のための OSCE摸擬患者育成および実務実習調整に関する調査研

究事業 

事業期間：平成 20年度および平成 21年度 

事業内容：前年度の継続 

２）文部科学省の委託事業（平成 21 年度大学における医療人養成推進等委託事業） 

事 業 名：薬学 6年制化による実務実習期間の延長に伴う指導体制の在り方に関する 

     調査研究（2件） 

事業内容：① 実務実習事前学習および大学教員の実習学生指導と指導薬剤師との連携等    

  （調査およびフォーラムの開催等） 

     ② 薬学共用試験初年度の準備・実施状況および事後解析に関する調査・研究 

      （調査およびモニター説明会、評価者、模擬患者講習会の開催等） 

事業期間：平成 21年 6月 1日～平成 22年 3月 31日 

以上 
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第９回新薬剤師養成問題懇談会 
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大学と実習施設との連携について 

～第九回薬学教育改革大学人会議アドバンストワークショップより～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年６月 

 

 

 

 

日本薬学会薬学教育改革大学人会議 

実務実習指導システム作り委員会 

実務実習環境整備委員会 

薬学教育協議会 



平成 22 年度からの長期実務実習に備え、大学と実習施設との連携協力体制を具体化す

る必要がある。平成 20 年 10 月 5 日（日）に慶應大学芝共立キャンパスにおいて開催した

第九回薬学教育改革大学人会議アドバンストワークショップ（共催：薬学教育協議会）で

は、「実務実習の学習効果を高めるために大学教員と指導薬剤師はどのように関わることが

できるか」について協議した。参加者は、全国 72 大学（73 校）（各校から 1 名）、日本薬

剤師会（代表 9名）、日本病院薬剤師会（代表 9名）で、実行委員などを合わせると総数 104

名が集って議論した。その結果、平成 22 年度の長期実務実習に向けて大学教員と指導薬剤

師がどのように連携していくべきか、具体的な提案がなされた（詳細は報告書

http://www.pharm.or.jp/kyoiku/adws_2012.pdf を参照）。そこで、提案の中から特に全国

の薬科大学・薬学部が協力して実施することが望ましい内容を以下に紹介する。 

 

１．大学は実務実習事前学習に関する情報を指導薬剤師に提供する。 

・情報を効果的かつ効率的に薬剤師に伝えるためには、全国薬科大学・薬学部および地区

調整機構による組織的な取り組みが必要である。 

・各大学は、実務実習事前学習の内容を具体的に「シラバス」に記載し、ホームページ上

で公開する。 

・実務実習事前学習を指導薬剤師に公開し、見学・参加を呼びかける。 

・実務実習事前学習だけでなく、1 年次から4 年次までの新しい6 年制カリキュラムにつ

いて説明する機会を適切な時期に設ける。 

２．大学教員の実務実習に関する理解を高めるため、実務家教員が中心となって、平成21

年6月から平成22年4月までの間に、学内での教育研修、実習施設の見学、実務体験等を

実施する。 

３．実務実習中の大学教員による指導方法（実習施設の訪問、電子メールの活用、報告会

の開催など）については、実務実習開始までに指導薬剤師と十分に協議して決める。 

４．「実務実習を継続することが困難となる問題」が生じる場合に備えると共に、問題が

生じないよう予防に努める。 

・各大学では、相談窓口を設置し、学生に周知する。 

・問題が生じた場合には、必要に応じて実習を一時中止し、その後速やかに適切な対応を

とる。 

・生じた問題について検討する「問題対策委員会（仮称）」を各大学で設置し、“学生と

大学”、“指導薬剤師と大学”の連絡体制を整備する。 



実務実習関連 

 

日本薬学会薬学教育改革大学人会議 実務実習指導システム作り委員会 

 

○取組事業：薬学教育実務実習指導ガイドライン（案）の策定 
 

Ⅰ．「薬学教育実務実習指導ガイドライン」の策定に向けた調査研究 

平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究

事業）として採択 

１．実務実習“スケジュール例”作成のための調査 

①「実務実習モデル・コアカリキュラム」に準拠した実習を実施するためのスケジュール例を作成し、

ガイドラインにおいて提示するために、病院および薬局業務と実務実習モデル・コアカリキュラム

の方略との関連性について調査研究する。 

②調査研究結果に基づいて、代表的な実習スケジュール例をとりまとめ、「薬学教育実務実習指導ガ

イドライン（案）」に掲載する。 

 

２．「実務実習モデル・コアカリキュラム」に準拠した指導方法に関する調査研究 

①「実務実習モデル・コアカリキュラム」に準拠した指導を行う上で、新たな指導方法や教材・ツー

ルが必要となる項目を調査する。 

② 調査によって抽出された項目について適切な指導方法や教材・ツールの開発研究を行い、「薬学教

育実務実習指導ガイドライン（案）」に組み込む。 

③指導方法の例示および教材・ツールとして、映像・動画が媒体として効果的と考えられる内容につ

いては、シナリオを作成する。 

④上記シナリオに基づいて動画制作を行い、ＤＶＤなどによりガイドライン内容を効果的に伝達普及

できるようにする。 

 

３．「実務実習モデル・コアカリキュラム評価（案）」に準拠した評価・指導方法に関する調査研究 

①本委員会が作成した「実務実習モデル・コアカリキュラム評価（案）」に準拠した形成的評価を実

施する上で、具体的な評価・指導方法の例示が必要となる項目を調査する。 

 たとえば、 

 ・口頭での確認方法、観察での確認方法、実地試験での確認方法など 

 ・評価結果の学生へのフィードバック方法（ＰＮＰ法、１分間フィードバックなど） 

 ・大学教員との連携方法（学生－指導薬剤師－大学教員による三者ミーティングなど） 

②調査によって抽出された項目について適正な評価・指導方法を研究し、具体的にとりまとめ、「薬

学教育実務実習指導ガイドライン（案）」に掲載する。 



③フィードバック方法の提示としては映像・動画が媒体として効果的と考えられるため、映像・動画

の制作を行うこととし、シナリオ作成を行う。 

④上記シナリオに基づいて動画を制作し、ＤＶＤなどによりガイドライン内容を効果的に伝達普及で

きるようにする。 

 

４．実務実習において生じる可能性がある指導上の問題に関する調査研究 

①実務実習において生じる可能性がある指導上の問題について調査する。 

②調査によって抽出された代表的な問題点に対する対応策ならびに予防策を研究し、「薬学教育実務

実習指導ガイドライン（案）」に掲載する。 

③対応策の提示として、映像・動画が媒体として効果的と考えられる内容については、映像・動画の

制作を行い、ガイドラインを補完する。 

 

５．「薬学教育実務実習指導ガイドライン（案）」の妥当性に関する調査研究 

①「薬学教育実務実習指導ガイドライン（案）」を日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、各大学に提示

し、内容の妥当性についてアンケート調査を行う。 

②調査によって寄せられた意見について検討し、必要に応じてガイドライン（案）を改訂する。 

 

Ⅱ．「薬学教育実務実習指導ガイドライン（案）」の内容を補うDVDの制作 

薬局実習における実務実習指導のポイントをドラマ仕立ての動画で示す。 

平成21年7月16日 ＤＶＤ納品 

薬局実習に関するDVDを日本薬剤師会と共同制作 

 



研究と教育関連 
冊子は、4月 17 日付けにて関係機関宛、発送済みである。 

 
 
 

第十回薬学教育改革大学人会議アドバンストワークショップ 

「新薬学教育制度における大学院構築に向けた 

方略に関するワークショップ」 
報告書 （抜粋） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 21 年 3 月



 平成18年にスタートした新しい薬学教育制度の下で、各大学では学部教育の

充実を計画、実行しているところであるが、更なる教育・研究の発展のために

は新制度での大学院のあり方を検討することが重要であると思われる。日本薬

学会薬学教育改革大学人会議ならびに薬学教育協議会では、全国の大学の参加

の下、平成20年12月23日（火）に慶応義塾大学薬学部にて第十回アドバンスト

ワークショップ「新薬学教育制度における大学院構築に向けた方略に関するワ

ークショップ」を開催した。平成22年度には学年進行に伴い4年制学科の上に

設置される大学院教育が開始されることを受け、全国の薬系大学にとってこの

時期に新制度における大学院教育研究のあり方や設立に向けた方策について

議論することは重要であろうと考え、この企画を実施した。 

 ワークショップに先立ち、全国の国公私立薬系大学に案内状とともに送付さ

れたアンケートに対する回答を集計することにより、各大学における大学院構

築に関する構想をまとめた。当日は全国 70 大学から教育制度の立案、実施等に

主導的役割を果たしている教員 71 名が参加し、まず「アンケートを基にした大

学院構築の現状分析」について討議し、その後 6 グループに分かれて「新制度

大学院教育研究のあり方」と大学院設立に向けた方略と問題点について議論を

行い、それを踏まえて、新しい薬学教育制度の下における大学院教育研究のあ

り方、今後の取組みについて総合討論を行った。この度、これらの討議内容の

論点の整理を行ったのでここに報告する。 
 

平成 21 年 3 月 
長野哲雄 日本薬学会薬学教育改革大学人会議座長 
望月正隆 薬学教育協議会理事長 
赤池昭紀 日本薬学会薬学教育改革大学人会議 新薬学教育制度での研究

と教育のあり方委員長 
太田 茂 第十回アドバンストワークショップ実行委員長 
 
なお、薬学教育協議会では、本ワークショップ開催にあたり、日本私立薬科

大学協会よりご支援いただいたことに感謝の意を表す。 
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第一部 「アンケートを基にした大学院構築の現状分析」 

まとめ 

 
 議論に先立ち、各大学に対して行った大学院構築に関するアンケートの集

計結果を発表した。 

 

アンケートは 70 大学から回答があり、その中で 4年制あるいは６年制学部学

科を基礎とする大学院を設置する予定が無いとの回答が５件あった。大学院に

ついて検討されている 65 校について回答を分類すると、４・６年制併設校と６

年制のみ設置校とで傾向の違いが伺えた。４・６年制併設校は、国公立大（17

校）すべてと私立大（11 校）の併せて 28 校である。いずれも 4年制学部の上の

博士前後期課程と６年制学部の上の４年制博士課程を併設することを計画して

いる。６年制学部の上の４年制博士課程の定員は、５～20 名という回答でその

半数近くが 5 名という計画であった。６年制学部の定員に対する割合で考える

と、国立大学で約 30％、私立大学で約５％といった開きはあるが、いずれにし

てもどの程度の進学者を見込めるかについて判断がつきにくい状況であると言

える。６年制のみ設置校の内、31 校は６年制学部の上の４年制博士課程のみを

考えていると言う回答であった。一部の大学（7校）では、4年制学部の上の博

士前後期課程と６年制学部の上の４年制博士課程を併設することを計画してい

る。博士前後期課程の入学者としては他学部、他大学卒業者、社会人を想定し

ているが、入学者の募集と確保には工夫が必要であることが予想される。また 1

校は、博士後期課程（3年制）のみを開設するという計画を回答した。各大学と

も、さまざまな可能性を検討している状況が推察された。 

 

 

 

第二部 「新制度大学院教育研究のあり方」と設立に向けた 

方略と問題点まとめ 

 

６グループに分かれ、第１～３班は６年制学部校における大学院の構築につ

いて討議し、第４～６班は６年制学科、４年制学科併設校における大学院の構

築について討議した。 



  

－６年制学部校における大学院の構築－ 

 

大学院を構成する教育研究領域 

• 研究者の素養は、基礎研究の上に成り立つ。臨床薬学と基礎薬学の両立が

必要である。 

• 社会のニーズを考える必要がある。 

• 積極的に研究領域を広げて行く必要がある。 

• 基礎及び医療の全領域をカバーする。但し、目標理念として人間を対象と

する。４年制の上に設置される大学院とは理念が明らかに異なるが、現在

の薬学部の大学院では基礎系でも医療を意識した研究も行っており、医療

系でも医療現場で見つけた課題に関して基礎研究を行ったりしている。従

って、全領域を教育研究領域とすることは自然である。また、教員育成、

特に基礎系の教員の後継者育成の意味でも全領域をカバーすることは必要

である。 

• 医療人養成を目的とする６年制学科を反映するようにその後の大学院を考

慮すべき。 

• 基礎から臨床までの領域のすべてに６年制学科の出身者が参画できるよう

な人材育成体制を確立する。（医療・臨床系の領域のみに特化すべきではな

い） 

• ２＋３から４年制の博士課程に移行するので、旧課程の教育内容との違い

を説明する必要がある。 

 

目標、理念、輩出すべき人材 

• 目標は研究能力を持つ薬剤師、薬学研究者、薬学教育者を育成することで、

研究を通して人類の健康に役立つ人材の育成を理念として掲げる。薬剤師

も専門薬剤師制度や高度先進医療を理解し対応できる能力、臨床現場で研

究を行い有用な情報を収集、作成、世の中に発信、特に論文として発信で

きる薬剤師が求められており、このような高度な能力を持った薬剤師の育

成が必要である。また、医療マインドを持った基礎薬学、応用薬学研究者

の育成も必要である。 

 例えば 

 医療薬学研究者 

 薬学教育者 

 高度指導薬剤師 

 



  

想定される入学者 

• 研究志向の６年制学生 

• 専門薬剤師をめざす６年制学生 

• 薬剤師、企業等の研究開発職、行政職等の社会人（ただし、各大学の個別

資格認定が必要） 

• 他研究科修士課程出身者や留学生 

• ４年制学部の卒業者（ただし、各大学の個別資格認定が必要） 

• 創薬・育薬研究者、開発担当者 

 

解決すべき課題及び問題点 

• 大学院への入学者は多くないであろうことが予想され、人数の確保が課題

である。金銭面での援助、奨学金や授業料免除などが必要ではないかと思

われる。また、６年制の後の大学院に行くメリット、アドバンテージが明

示できることが必要である。例えば博士課程を修了すれば専門薬剤師など

の資格が得られる、博士課程の間に専門薬剤師になるための専門領域の論

文を作成できる、高度専門医療に対応できる能力を養成できるなどが考え

られる。更に、博士課程修了後の就職先が問題で、何らかの保証がなけれ

ば希望者は望めないと思われるので、文部科学省や厚生労働省、学会など

で対策を立てる必要がある。 

• 大学側の問題として６年制での教育義務の増大で教員側に時間的、精神的

余裕が無くなってきている。大学教員の研究環境の改善や大学教員の後継

者育成が今後大きな問題になると思われる。更に、研究の継続が難しい環

境では学会の存続も難しくなってくるのではないかと危惧する。 

• 臨床現場での教育をどのように確保するのかが課題である。（大学病院を有

する大学にとってはあまり問題にならないが、単科大学や医学部を持たな

い大学では提携病院などを確保する必要あり） 

• 基礎科学領域を充実させるために人材育成も重要な課題である。 

 

大学院設立に向けた方策、提案 

• ６年制の後の大学院に行くメリット、アドバンテージとして専門薬剤師を

考える際には先ず「専門薬剤師」というものを社会に知ってもらうことが

必要だと思われる。専門薬剤師とはどのようなことをする薬剤師か能力や

その仕事の有用性などを積極的に世の中にアピールしていくことが必要で

ある。 

• 金銭面に関しては公的奨学金の充実、返還免除枠の拡大、大学レベルでは

博士課程の学生への給与の支給や学費免除、優秀者の早期修了などの対策



  

が考えられる。 

• 人数を確保するために上記のような方策以外に社会人大学院生の確保や留

学生の受入れ等も考えられる。 

• 博士課程での高度医療について臨床現場での研修を行うことも考えられる。

（例：臨床薬学専攻の場合４年間のうちの１年間研修：医局での共同研究

など）。 

 

 

－６年制学科、４年制学科併設校における大学院の構築－ 

 

大学院を構成する教育研究領域 

４年制学科の大学院の研究領域 

• 従来の薬学同様、創薬（合成等を含む）など基礎薬学と、医療薬学をも包

括した、全ての領域を網羅した研究領域とする。4年制学科の大学院が中

心となり他学部と連携して創薬研究を行う。 

 

６年制学科の大学院の研究領域 

• 医療薬学を中心とする。 

• 内容として、創薬も含んだ医療を指向した基礎研究、医療機関との共同研

究も考慮した臨床研究、専門薬剤師の養成を行う。 

• 臨床現場と相互連携した研究を実施する。 

• 医療を指向した基礎研究を実施して、４年制学科の大学院との違いを明確

にする。 

• 一方、このような領域設定では，4年制大学院と 6年制大学院を区分けする

ことに関して問題がある．領域の重複がかなり存在し，明確に区分けする

ことは難しい．との意見もあった。 

 

目標、理念、輩出すべき人材について 

４年制学科の大学院の目標、理念、輩出すべき人材 

• 従来の薬学同様、創薬・保健衛生・基礎薬学の研究者、行政職、教育者 

 

６年制学科の大学院の目標、理念、輩出すべき人材 

• 臨床において、医師等と共同研究（TR等）を実施できる臨床研究者 

• 臨床薬学の教育者 

• 専門薬剤師 



  

• 大学から人材を送り出し、臨床現場からも人材を受け入れ、相互に協力し

て人材育成に当たる。 

 

想定される入学者 

４年制学科の大学院の想定される入学者 

• 従来の薬学教育と同様に４年制学科卒業生以外に、他学部や社会人、留学

生をも取り入れたグローバルな研究科とするための人材を想定する。他学

部卒業生、製薬企業等の社会人、基礎研究を行いたい薬剤師等、海外から

の留学生 

 

６年制学科の大学院の想定される入学者 

• 医療薬学をさらに学びたいと希望する６年制学科卒業生 

• 社会人（病院薬剤師、薬局薬剤師、製薬企業、CRO等） 

 

解決すべき課題及び問題点 

• ４年制学科の大学院・６年制学科の大学院併設の場合、1研究室内に２専

攻の学生が同時に在籍する可能性があるが、研究内容をどのように区別す

べきかと言う問題がある。これに対しては、どちらの専攻に所属していて

も学位取得基準を満たしていれば、修了可とする。言い換えれば、基準を

クリアしなければ、学位取得ができない様、取得基準の質を確保するとい

う意見が出された。 

 

４年制学科の大学院の解決すべき課題及び問題点 

• 入学者の確保をどのように実施するかが問題である。 

 

６年制学科の大学院の解決すべき課題及び問題点 

• ４年制学科の大学院と同様、入学者の確保が重要である。 

• 従来の2+3年の研究期間から、4年間と1年間研究期間が短いこと、wet研究

だけでなく、dry研究もあるため、学位取得のための博士修了認定基準を

厳密に設定し、質を担保しなければならない。 

• 関係省庁および関連各部局等より、修学上の支援（特に経済的問題）が必

要である。 

• 一方、教育研究領域の区分けは、6年制大学院も従来通りの 4年制大学院と

同様、基礎も含めた全領域になる。教員側の区分けは難しい。との意見も

あった。また Pharm. D の養成についての意見も出された。 

 



  

大学院設立に向けた方策、提案 

４年制学科の大学院の方策、提案 

• ４年制学科の大学院が主体となった創薬研究を展開する上で、他学部との

連携は必要である。４年制学科の大学院の特色を明確にし、独自の研究を

展開する。 

 

６年制学科の大学院の方策、提案 

• 教育、研究に関する臨床現場（現場薬剤師、医師等）との相互連携が不可

欠である。 

 

 

 

総合討論 

 

文部科学省医学教育課 吉田博之薬学教育専門官と厚生労働省医薬食品局総務

課 関野秀人薬事企画官より、以下のコメントを頂いた。また大学院設置に関

する質問事項について事前に文部科学省に問合せを行っており、その回答は参

考資料 5に記載している。 

 

○文部科学省：吉田氏 

１． 大学設置基準の大綱化により制度の弾力化が図られ、その後、自己点

検・自己評価が義務化されたが、それだけでは不十分との指摘から、第三者

評価というものが必要となった。 

２． 大学院教育の実施については、制度上ある程度のことは可能ではあるが、

実際に行うからには社会への説明責任が伴う。さらに、教育の質（実質化）

を踏まえた上で実施することが大切である。 

３． 議論の中で「入学させてしまおう」という言葉があったが、大学として

受け入れるための明確な基準を持っているのかが疑問である。基準が明確で

なければ、社会（特に卒業生の受け入れ側）から懸念されることになってし

まう。 

４． 大学院の「転専攻」については、分野を問わず制度上可能であるが、そ

のこと自体が安易にならないよう注意することが必要である。（大学の責任

において） 

５． 大学院の入学定員設定についても、現実問題として、一部の独立研究科

などで定員割れが発生していることなどを考慮する必要がある。その点を考



  

えると、６年制の学部のみを置く大学に、博士（前期・後期）課程を「安易」

に作ることが本当にいいのか疑問である。設置後、仮に定員割れを起こせば、

客観的な評価（数字）が出るため、社会からの評価が決まるおそれがあり得

る。そのあたりは注意すべきではないか。 

６． いずれにせよ、大学院に必要となる教育内容など細かい点は、今後、検

討会で早急にとりまとめたいと考えている。なお、個別相談については、随

時受け付けをするので遠慮なく連絡願いたい。 

 

 

厚生労働省：関野氏 

１．まず、「基礎」という言葉に対して「臨床」がくることに多少の違和感を

覚える。どちらかというと、「基礎」に対しては「応用」あるいは「実践」か。

医療や臨床の領域でも「基礎」もあれば「応用」も存在する。そういう意味で

は「基礎」と「臨床」という対比にしっくりしないものを感じる。 

２．６年制、４年制それぞれで特別な棲み分けは必要ない。義務教育ではない

ので、ユニークなものがあっていい。特に大学院は様々な人材を輩出するのだ

から、際立った個性が見てとれるようにしてほしい。 

３．６年制課程は「免許が必要な仕事」に就くことが念頭にあるが、「免許を

取ることだけが目的ではない」ことを再確認してほしい。６年制にも研究がな

ければ専門学校になってしまう。 

４．４年制課程の卒業生に対する国家試験受験資格の認定は個人に対して行う

もの。認定は、大学の課程に与えるものではなく、個人がどのような課程を経

てきたか、で判断する。受験資格の認定に向けて各大学がカリキュラムを作ら

れるなら、それらを確認してもいい。 

 

 

 

 



  

 参考資料 1    

第十回薬学教育改革大学人会議アドバンストワークショップ 
「新薬学教育制度における大学院構築に向けた方略に関するワークショップ」 

 
主催： 日本薬学会、薬学教育協議会 
日時： 平成 20 年 12 月 23 日（火） 
場所： 慶応義塾大学 芝共立キャンパス（東京都港区芝公園） 
参加者：71 大学（72 名） 

 
プログラム 

（P：全体会議、 S：グループディスカッション） 
 

オリエンテーション 
9：50 P  挨拶 長野哲雄       10 分 
10：00 P  説明 太田 茂       10 分 
 
第一部 「アンケートを基にした大学院構築の現状分析」司会 赤池昭紀、板部洋之 
10：10 P  アンケート集計結果の説明     20 分 
10：30 P  討論        90 分 
 
12：00～13：00 昼食 
 
第二部 「新制度大学院教育研究のあり方」と設立に向けた方略と問題点 
13：00 P  作業説明 入江徹美      15 分 
  S 会場へ移動 
13：15 S  グループディスカッション 自己紹介    10 分 
13：25  S  グループディスカッション  討論     85 分 
 ［１～３班］６年制学部校における大学院の構築 
 ［４～６班］６年制学部、４年制学部併設校における大学院の構築 
14：50〜15：10 休憩 
  P 会場へ移動 
15：10 P  発表 司会 辻坊 裕、石井 邦雄    80 分 
   （発表：各 5 分、 討論 5 分 20 分） 
16：30 P  総合討論        25 分 
     コメント 吉田博之（文部科学省） 関野秀人（厚生労働省） 
 
16：55 P  閉会の挨拶 望月正隆       5 分 



  

参考資料　2

備考 備考

千葉大学 石川　勉 北海道大学 松田　彰 日本薬学会 長野　哲雄

静岡県立大学 山田　静雄 熊本大学 香月　博志 書記 薬学教育協議会 望月　正隆

千葉科学大学 澁川　明正 武蔵野大学 西丸　宏

日本大学 内倉　和雄 昭和大学 中野　泰子 書記

慶應義塾大学 金澤　秀子 書記 摂南大学 荻田　喜代一 文部科学省 吉田　博之

岩手医科大学 前田　正知 書記 神戸薬科大学 北川　裕之 川村　優

京都薬科大学 竹内　孝治 広島国際大学 冨士　薫 厚生労働省 関野　秀人

大阪薬科大学 松村　靖夫 立命館大学 加藤　稔 日本薬剤師会 森　昌平

崇城大学 平山　文俊 長崎国際大学 山口　泰史

徳島大学 落合　正仁 明治薬科大学 齋藤　直樹

岐阜薬科大学 足立 哲夫 星薬科大学 河合 賢一

東北薬科大学 櫻田　忍 横浜薬科大学 武田　収功 京都大学 赤池　昭紀

タスクフォース：赤池　　高橋 タスクフォース：奥　　望月 北里大学 石井　邦雄

昭和大学 板部　洋之

備考 備考 熊本大学 入江　徹美

京都大学 中山  和久 書記 大阪大学 八木　清仁 広島大学 太田　茂

岡山大学 岡本　敬の介 長崎大学 黒田　直敬 静岡県立大学 奥　直人

北海道薬科大学 市原　和夫 国際医療福祉大学 山田　治美 書記 新潟薬科大学 杉原　多公通

昭和薬科大学 山崎　浩史 帝京大学 大塚　文徳 九州保健福祉大学 高橋　悟

東京理科大学 大島　広行 北陸大学 村田　慶史 東京理科大学 武田　健

金城学院大学 日野　知証 愛知学院大学 中西　守 大阪薬科大学 辻坊　裕

同志社女子大学 漆谷　徹郎 書記 徳島文理大学（香川 原山　尚 慶應義塾大学 望月　眞弓

徳島文理大学（徳島） 赤木　正明 神戸学院大学 岡本 博 大阪大学 山元　弘

九州保健福祉大学 山本　隆一 第一薬科大学 櫻田  司

名城大学 岡田　邦輔 富山大学 井上　将彦

近畿大学 川畑　篤史 九州大学 大戸 茂弘 書記

就実大学 五味田　裕 いわき明星大学 片桐  拓也 日本薬学会 土肥　三央子

タスクフォース：入江    杉原 タスクフォース：武田　　石井 厚見　純子

薬学教育協議会 百瀬　和享

備考 備考

金沢大学 横井　毅 東北大学 福永　浩司

広島大学 高野　幹久 書記 東京大学 堅田　利明

名古屋市立大学 樋口　恒彦 東京薬科大学 土橋　朗 書記

北海道医療大学 齊藤　浩司 城西大学 川嶋　洋一

高崎健康福祉大学 吉田　真 日本薬科大学 木村　孟淳

北里大学 坂部　貢 安田女子大学 瀬山　敏雄

新潟薬科大学 大和　進 兵庫医療大学 前田　初男

大阪大谷大学 田中　静吾 福山大学 金尾　義治

徳島文理大学（香川） 山口　健太郎 書記 福岡大学 添田　秦司

城西国際大学 石﨑　幸 武庫川女子大学 吉田　雄三

鈴鹿医療科学大学 大井　一弥 松山大学 宮内　正二 書記

東邦大学 井手 速雄 タスクフォース：山元　　太田

タスクフォース：辻坊　　板部

事　務　局

タスクフォース

ワークショップ参加者および班分け

主　　　催

オブザーバー

１班　：　２号館１階【１５５】 ２班　：　２号館１階【１５６】

５班　：　２号館４階【４６０】 ６班　：　２号館４階【４６８】

３班　：　２号館１階【１５４】 ４班　：　２号館４階【４６０】



学士力検討委員会 

～薬学教育改革大学人会議の平成２１年度新設委員会～ 

 
 
 

日本薬学会薬学教育改革大学人会議 
学士力検討委員会 勉強会 

○日時：平成２１年７月３０日（木）１６：００～１８：００ 

○場所：日本薬学会２階Ａ会議室（東京都渋谷区渋谷 2－12－15） 

○プログラム概要 

 １．学士力検討委員会設置の目的 

 ２．教育講演 「中教審大学分科会の審議について」 

 文部科学省 高等教育局 企画官 (兼) 高等教育政策室長 榎本  剛 

 ３．講演内容および学士力に関する質疑 

 ４．学士力検討委員会の今年度の活動計画について 

 ５．その他 



                          平成 21 年 6 月 11 日 
 

薬学共用試験 CBT 第四期問題作成依頼 

                          
薬科大学 学長・薬学部長 殿  
CBT 担当 大学委員 殿 
                       日本薬学会薬学教育改革大学人会議 
                         共用試験委員長  入江 徹美 
 
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 日本薬学会薬学教育改革大学人会議共用試験委員会では、これまでに３回、全国薬系大学の

先生方に CBT 出題候補問題を作成・提出していただいて参りました。ご協力下さり誠に有り

難うございました。お蔭さまで第一期は 10,343 題、第二期に 11,788 題、第三期に 6,953 題の

問題を集めることができました。現在、昨年実施したトライアルの結果を精査しておりますが、

第一期、第二期、第三期を合わせて 9,000 題弱をプールできる見込みです。 
 しかしながら、本年度から始まる本番 CBT を毎年適切に実施していくためには 10,000 題

程度が必要と予想されます。従って、今回もこれまでと同様の形式での問題作成をお願いする

運びとなりました。今回は、作成していただく問題数は 20 題程度でございます。ご多忙のと

ころ誠に恐れ入りますが、第四期 CBT 問題作成についても何卒ご協力をお願いいたします。 
 
・同封資料について： 
資料として以下の３点を同封いたしました。 
（なお、貴学において、CBT を担当される教員の方へはメールにてお送りしております。） 
 

１）問題作成に当たっての留意事項 
２）薬学共用試験 CBT 問題作成マニュアル 第二版  
３）薬学 CBT 問題作成システム利用の留意点 
 
 ソフトウェア使用法については昨年度から変更はありません。なお、詳細なマニュアルは薬

学共用試験センターサーバから「薬学 CBT 問題作成チュートリアル資料」をダウンロードし

てお使いください。 
      
・問題作成のスケジュール・問題登録について 
 作成して頂いた問題を薬学共用試験センターサーバへの送信締切を、平成 21 年 7 月 31 日

（日）とさせていただきます。 
 
 CBT の本格的実施に向けてまだ多くの課題をクリアしていく必要があります。今後ともご

協力の程よろしくお願い申し上げます。 
                                       謹白 



 

 

 
 
 
 

一般社団法人 薬学教育評価機構 

 

＜平成 20 年度＞ 

事業報告・決算報告書・監査報告書 
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一般社団法人 薬学教育評価機構 

平成 20 年度 事業報告 

平成 20 年 4 月 1日～平成 21 年 3 月 31 日 

 

 

１ 一般社団法人 薬学教育評価機構設立以前の事業について 

１）平成 19 年度第二回全国薬科大学長・薬学部長会議（平成 19 年 12 月 6 日）において、

以下について承認。 

 ・「NPO 法人 薬学教育評価機構」の設置 

・法人設立および運営に係る準備費として、平成 19 年度は 30 万円、平成 20 年度は 60

万円を各大学が負担。 

・ 事務局を日本薬学会長井記念館の 1階に設置。 

・「自己評価 21」の実施に向けての準備を開始。 

２）平成 20 年度第一回全国薬科大学・薬学部長会議（平成 20 年６月 10 日）において 

以下について承認。 

・NPO 法人ではなく、「一般社団法人 薬学教育評価機構」として申請。 

 ・平成 20 年度事業計画および予算 

３）平成 20 年度第二回全国薬科大学長・薬学部長会議総会（平成 20 年 11 月 11 日）におい

て、以下について承認。 

・「一般社団法人 薬学教育評価機構」の定款案 

・入会金 90 万円および年会費 60 万円 

 

２ 平成 20 年 12 月 10 日付で「一般社団法人 薬学教育評価機構」が発足。インターネット

上にホームページを開設（12 月 29 日） 

１）法人設立の全国説明会を実施（平成 21 年 1 月 13 日および 15 日に東日本および西日本

の二会場）し、設立の報告、入会手続き、「自己評価実施マニュアル(案)－「自己評価

21」対応版 －」の概要説明を実施。 

２）理事会を開催（平成 21 年 1 月 29 日、3月 12 日）し、以下の事項について承認し、設

立社員総会（平成 21 年 3 月 16 日）に諮った。 

 ・74 薬科大学・薬学部ならびに日本薬学会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会の 3団体

を正会員（社員）として入会を承認。 

 ・平成 21 年度事業計画案および収支予算案 

 ・定款に係る会員規則案ならびに役員（理事および監事）規則案 

 ・総合評価評議員の選任 

 ・薬学教育評価機構 評価事業基本規則の策定 
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３）設立社員総会を開催（平成 21 年 3 月 16 日：長井記念ホール）し、以下について承認。 

  ・77 団体の正会員としての入会の確認 

  ・平成 21 年度事業計画および収支予算 

  ・会員規則ならびに役員規則   

  ・総合評価評議員選任の報告 

 

３ 「自己評価 21」の実施準備に関する事業について 

１）第２回薬学教育第三者評価に関するワークショップを開催（8月 27 日） 

  課題：「薬学教育評価のエビデンスとしてのシラバス ～現在のシラバスは薬学教育

プログラムの内容を適切に表していますか～」 

２）「自己評価実施マニュアル(案)」の策定。ワークショップの成果を反映させ、それに

ついて、各大学の意見収集。 

 

４ 評価者育成に関する事業について 

   各薬系大学は 2名、日本薬剤師会および日本病院薬剤師会は各 20 名の評価者候補の

推薦を依頼し、評価者候補名簿を作成。 

 

（なお、平成 20 年度事業報告附属明細書をもって補足する事項はありません。） 
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決 算 報 告 書

自

至

平成20年 4月 1日

平成21年 3月31日

　一般社団法人薬学教育評価機構

　　 東京都渋谷区渋谷2-12-15

　　 日本薬学会長井記念館１階



一般会計  （単位:円）
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貸借対照表
平成21年 3月31日現在

科        目 当年度 前年度 増  減

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

現          金           預           金        29,826,634                 0        29,826,634 

未 収 入 金           900,000                 0           900,000 

貯 蔵 品            98,303                 0            98,303 

流動資産合計        30,824,937                 0        30,824,937 

２．固定資産

(1) その他固定資産

建 物 付 属 設 備         1,255,719                 0         1,255,719 

工 具 器 具 備 品         5,244,226                 0         5,244,226 

敷 金           468,930                 0           468,930 

その他固定資産合計         6,968,875                 0         6,968,875 

固定資産合計         6,968,875                 0         6,968,875 

資産合計        37,793,812                 0        37,793,812 

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

未 払 金           137,291                 0           137,291 

預 り 金            72,510                 0            72,510 

流動負債合計           209,801                 0           209,801 

負債合計           209,801                 0           209,801 

Ⅲ　正味財産の部

１．指定正味財産

指定正味財産合計                 0                 0                 0 

２．一般正味財産        37,584,011                 0        37,584,011 

正味財産合計        37,584,011                 0        37,584,011 

負債及び正味財産合計        37,793,812                 0        37,793,812 



一般会計 （単位:円）
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正味財産増減計算書
平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

科        目 当年度 前年度 増  減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

受 取 入 会 金 [      69,300,000] [               0] [      69,300,000]

経常収益計        69,300,000                 0        69,300,000 

(2) 経常費用

事 業 費 [      17,959,174] [               0] [      17,959,174]

消 耗 品 費         5,186,493                 0         5,186,493 

広 告 宣 伝 費         1,264,200                 0         1,264,200 

講 演 料           166,665                 0           166,665 

租 税 公 課           126,000                 0           126,000 

コ ン サ ル タ ン ト 料           950,000                 0           950,000 

会 議 費           750,379                 0           750,379 

印 刷 代           389,522                 0           389,522 

渉 外 費            12,600                 0            12,600 

手 数 料            26,445                 0            26,445 

旅 費 交 通 費         9,033,400                 0         9,033,400 

新 聞 図 書 費             3,150                 0             3,150 

通 信 費            50,320                 0            50,320 

管 理 費 [      13,756,815] [               0] [      13,756,815]

賃 借 料         8,376,047                 0         8,376,047 

手 数 料            64,890                 0            64,890 

旅 費 交 通 費           108,600                 0           108,600 

租 税 公 課             1,400                 0             1,400 

謝 金           402,000                 0           402,000 

印 刷 代           481,225                 0           481,225 

減 価 償 却 費           930,226                 0           930,226 

給 料 手 当         2,217,800                 0         2,217,800 

消 耗 品 費           666,217                 0           666,217 

通 信 費           289,125                 0           289,125 

渉 外 費            22,050                 0            22,050 

水 道 光 熱 費           187,835                 0           187,835 

法 定 福 利 費             5,400                 0             5,400 

新 聞 図 書 費             4,000                 0             4,000 

経常費用計        31,715,989                 0        31,715,989 

評価損益等調整前当期経常増減額        37,584,011                 0        37,584,011 

損益評価等計                 0                 0                 0 

当期経常増減額        37,584,011                 0        37,584,011 

２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計                 0                 0                 0 

(2) 経常外費用

経常外費用計                 0                 0                 0 

当期経常外増減額                 0                 0                 0 

税引前当期一般正味財産増減額        37,584,011                 0        37,584,011 

当期一般正味財産増減額        37,584,011                 0        37,584,011 

一般正味財産期首残高                 0                 0                 0 

一般正味財産期末残高        37,584,011                 0        37,584,011 

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額                 0                 0                 0 

指定正味財産期首残高                 0                 0                 0 

指定正味財産期末残高                 0                 0                 0 

Ⅲ　正味財産期末残高        37,584,011                 0        37,584,011 
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財産目録
平成21年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

(流動資産)

現金 手元保管 運転資金として            37,474

預金 普通預金        29,789,160

  三菱東京UFJ銀行 渋谷明治通支店　3045778        29,789,160

未収入金           900,000

貯蔵品 @620×81冊 自己評価実地マニュアル(案)「自己評価21」            98,303

貯蔵品 @280×125冊 第2回薬学教育第三者評価に関するﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

貯蔵品 @267×49冊 薬学教育（6年制）第三者評価

流動資産合計        30,824,937

(固定資産)

その他固定資産

建物付属設備 本社 パーティション(可動)         1,255,719

建物付属設備 本社 電気設備工事

工具器具備品 本社 複合機(RICOH MP C3500 SPF)等         5,244,226

敷金 本社           468,930

固定資産合計         6,968,875

資産合計        37,793,812

(流動負債)

未払金 使用料2、3月分 パフォーマンスチャージ　１０９，５１８円           137,291

未払金 使用料3月分 電気代　１６，０８０円

未払金 利用料3月分 インターネット回線代　６，３４３円

未払金 利用料3月分 ヤマト宅急便代　３，０４０円

未払金 利用料2月分 OCN代　２，３１０円

預り金 源泉税            72,510

流動負債合計           209,801

負債合計           209,801

正味財産        37,584,011



１.重要な会計方針に係る事項に関する注記

    (1)  棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　　 個別法による原価法を採用しております。
    (2)  固定資産の減価償却の方法
　　　　　 法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。
 　   　　 また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に
　　　　　 費用処理しております。
    (3)  消費税等の会計処理
　　　　　 消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。
　　(4)　収入金内訳

平成19年度 21,000,000 円
平成20年度 47,400,000 円
（合計） 68,400,000 円

２．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

    固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

1,531,082 275,363 1,255,719
5,899,089 654,863 5,244,226
7,430,171 930,226 6,499,945

３．附属明細書

    附属明細書で その明細を表示しなければならない基本財産、特定資産、引当金、その他の重要な事項は
    ございません。

以上

合　　計

科　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物附属設備
工具器具備品
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一般社団法人 薬学教育評価機構  

平成 21 年度 事業計画書 

 

１．第１回理事会開催 日時：6月 12 日（金） 14:00～16:00 

           場所：日本薬学会長井記念館１階 AB 会議室 

 

２．定時社員総会   日時：6月 18 日（木） 15:00～17:00 

           場所：慶応義塾大学薬学部芝共立キャンパス 

 

３．平成 21 年度予算の決定について 

  3 月 12 日に開催された第２回理事会の承認を得て、別紙のとおり、平成 21 年度収支予

算(案)を定時社員総会に諮る。 

 

４．本機構の組織体制の構築に関連する取り組みについて 

 （１）細則の策定 

    本機構の定款に基づき、細則を策定する。細則案は運営準備委員会の体制作り作

業部会を中心にその立案に取り組む。なお、本機構運営規則および事務局運営規則

については理事会において決議する。また、評価事業にかかわる評価事業基本規則

細則、総合評価評議会運営規則、評価委員会運営規則、基準・要綱検討委員会運営

規則などについては、総合評価評議会において決議する。 

    

（２）運営委員会組織の整備 

本機構設立前の実施準備委員会からの引き継ぎのため、6月の定時社員総会までは

運営準備委員会を中心として活動を行う。上記細則の策定により、運営委員会およ

び下部委員会の役割および人数等の詳細が決まるので、それに従って体制を組織し、

活動を引き継ぐ。 

 

 （３）評価事業組織の整備 

    評価事業基本規則に基づき、評価委員会、基準・要綱検討委員会の選任を行い、

体制を組織する。 
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５．本機構の設立記念シンポジウムの開催 

  本機構の設立に際し、薬学教育における第三者評価の取り組みを社会に向けて発信す

ることを目的としたシンポジウムを開催する。なお、9月以降の開催を目指し、広報およ

びパンフレットの作成に取り組む。 

 

６．「自己評価 21」の実施準備 

（１）自己評価実施マニュアル（案）において継続して検討が必要な事項、「評価にあた

り提出・保管する代表的な資料リスト」などの対応に取り組む。 

 

（２）「自己評価 21」に関する大学からの問い合わせへの対応に取り組む。その対応法と

しては、質問がある程度集まった段階で部会を開催して回答を作成すること、原則

としてホームページ上でＱ＆Ａの作成で対応することなどを予定している。 

 

７．薬学教育評価実施要綱(案)の策定 

評価基準・要綱検討委員会において、「薬学教育評価実施要綱」の検討を開始する。先

ずは、実施要綱(案)の策定を目指し、ワークショップ形式での検討会などを実施して取

り組む。 

 

８．評価者育成 

 （１）模擬評価ワークショップを開催する。 

目 的：評価実施員の主査および副査候補の育成 

日 時：平成 21 年 8 月 20，21 日、 

場 所：京都薬科大学 

参加者：27 名程度、なお、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会にはオブザーバーと

して各 2名の参加を依頼する。 

 

 （２）評価実施マニュアルの立案に着手する。 

 

以上 



 

 

平成 21 年 6 月 24 日 

一般社団法人 薬学教育評価機構 

 

 

平成 21 年度事業計画の予定変更等について 

 

 
（１）評価者育成のための模擬評価ワークショップの開催について 
    

評価実施員の主査および副査候補の育成を目的とし、平成 21 年 8 月 21 日、京

都薬科大学において開催を予定していましたが、実施要綱の策定を最優先する

こととし、延期することになりました。 

 

 

（２）薬学教育評価実施要綱（案）策定のための検討会の開催 
 

総合評価評議会のもとにある基準・要綱検討委員会の委員を中心とした、標記

検討会をワークショップ形式で 8 月 31 日、9 月 1 日の一泊二日で開催すること

が決まりました。 

 

 

（３）本機構の設立記念シンポジウムの開催日時について 
    

事業計画書では、『9月以降の開催』と予定していた標記シンポジウムは、会場

等の関係上、12 月上旬の開催が現時点で最も有力となっています。決まり次第、

開催をご案内申し上げます。 

 

 

以上 



平成21年度収支予算書

差引額

大科目 （円）

会費収入 △ 929,000

2,100,000

1,171,000

差引額

大科目 （円）

事業費 9,330,000

3,530,000

△ 1,850,000

3,800,000

80,000

1,500,000

2,000,000

2,000,000

△ 3,000,000

△ 1,000,000

△ 3,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

3,000,000

3,000,000

2,800,000

2,000,000

2,000,000

△ 1,200,000

△ 1,000,000

管理費 5,395,000

4,950,000

4,000,000

850,000

100,000

445,000

0

△ 260,000

0

700,000

△ 100,000

△ 50,000

0

0

155,000

事務所開設費用 △ 11,000,000

3,725,000

予備費 0

3,725,000

△ 2,554,000

1,171,000合計（Ｂ＋Ｃ） 67,171,000 66,000,000

支出合計（Ｂ） 49,654,000 45,929,000

次期繰越金（Ａ－Ｂ＝Ｃ） 17,517,000 20,071,000

支出小計 47,654,000 43,929,000

予備費 2,000,000 2,000,000

諸謝金 800,000 645,000 会計士,社労士

0 11,000,000 (平成20年度のみ)

会議費 50,000 50,000

渉外費 20,000 20,000

消耗費 200,000 300,000

図書費 150,000 200,000

通信費 500,000 500,000

印刷費 1,000,000 300,000

賃借料 7,764,000 7,764,000

光熱費 240,000 500,000

交通費 250,000 150,000

(事務費） 10,724,000 10,279,000

給与 8,000,000 4,000,000 正職員2名,アルバイト代

労務関連福利 850,000 0 法定福利費

19,824,000 14,429,000

(人件費） 9,100,000 4,150,000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ関連費 300,000 1,500,000

（法人設立費用） 0 1,000,000 (平成20年度のみ)

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ製作費 2,000,000 0

印刷費 2,000,000 0

模擬評価ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催費 3,000,000 0

（広報費） 4,300,000 1,500,000

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催費 2,000,000 0

（評価者育成） 3,000,000 0

検討会費 1,000,000 0

（実施要綱案関連） 2,000,000 0

説明会費 0 1,000,000

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催費 0 3,000,000

講演会費 2,000,000 0

（「自己評価21」関連） 1,000,000 4,000,000

諸謝金 1,500,000 0

（設立記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ） 2,000,000 0

旅費交通費 13,800,000 10,000,000

通信費 80,000 0

（委員会関連） 15,530,000 12,000,000

会議費 150,000 2,000,000

予算額（円） 予算額（円）

27,830,000 18,500,000

＜支出の部＞

科目 平成21年度 平成20年度
備考

中科目

20,071,000 21,000,000 前年度繰越金

47,100,000 45,000,000

収入合計（Ａ） 67,171,000 66,000,000

平成21年度：会費（60万円×正
会員74校と3団体）および入会
金（90万円×1団体）

＜収入の部＞

科目 平成21年度 平成20年度
備考

中科目 予算額（円） 予算額（円）



一般社団法人 薬学教育評価機構般社団法人 薬学教育評価機構
< 組 織 図 >
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委員会

広報委員会



平成 21 年 6 月 24 日 

 

一般社団法人 薬学教育評価機構 

役 員 一 覧 

 

 

理事長  井  上  圭  三 

理 事   市  川    厚 

理 事  井  村  伸  正 

理 事  桐  野     豊 

理 事  児  玉     孝 

理 事  杉  浦  幸  雄 

理 事  高  栁  元  明 

理 事  樋  口     駿 

理 事  廣  部  雅  昭 

理 事  堀  内  龍  也 

理 事  松  木  則  夫 

理 事  矢 内 原    千 鶴 子 

理 事  山  﨑  幹  夫 

     以上 13 名 

 

監 事  角  地  敏  弘 

監 事  村  瀬  清  志 

     以上  2 名 

 

 



 

 

 

一般社団法人 薬学教育評価機構 

運営委員会 委員一覧 

 

市 川  厚  武庫川女子大学薬学部 

◎ 井 上 圭 三  帝京大学薬学部 

笠 井 秀 一  社団法人 日本薬剤師会 

桐 野  豊  徳島文理大学薬学部 

佐 々 木 均  社団法人 日本病院薬剤師会 

○ 白 幡  晶  城西大学薬学部 

樋 口  駿  九州大学薬学部 

平 田 收 正  大阪大学薬学部 

本 間  浩  北里大学薬学部 

小 林 静 子  本機構事務局長 

以上、10 名 

（◎：委員長） 

（○：副委員長） 



 

 

一般社団法人 薬学教育評価機構 

 総合評価評議会関連委員会 委員一覧 

 

＜総 合 評 価 評 議 会 ＞ 

今 井 聡 美（納得して医療を選ぶ会） 

生出泉太郎（社団法人 日本薬剤師会） 

坂井かをり（株式会社ＮＨＫエデュケ－ショナル） 

柴 﨑 正 勝（東京大学大学院薬学系研究科） 

○ 白 幡  晶（城西大学薬学部）              

永 井 博 弌（岐阜薬科大学）              

◎ 西 野 武 志（京都薬科大学） 

望 月 正 隆（東京理科大学薬学部）         

 

内 山  充（一般社団法人 薬剤師認定制度認証機構） 

近藤由利子（一般社団法人 日本女性薬剤師会） 

佐藤登志郎（財団法人 日本高等教育評価機構） 

庄 田  隆（日本製薬工業協会） 

高橋真理子（朝日新聞） 

永 井 良 三（薬学系人材養成の在り方に関する検討会） 

松 原 和 夫（社団法人 日本病院薬剤師会） 

      以上、15 名

（◎：総合評価評議会議長）（○：同副議長） 

 

 

基 準 ・ 要 綱 検 討 委 員 会 

赤 池 昭 紀 （京都大学薬学研究科） 

入 江 徹 美 （熊本大学薬学部） 

奥  直 人 （静岡県立大学薬学部） 

小澤孝一郎 （広島大学薬学部） 

木 村 隆 次 （社団法人 日本薬剤師会） 

黒澤菜穂子 （北海道薬科大学） 

中 村 明 弘 （昭和大学薬学部） 

長谷川洋一  (名城大学薬学部） 

原   博  （東京薬科大学薬学部） 

橋 本 孝 志 （財団法人 大学基準協会） 

平井みどり （社団法人 日本病院薬剤師会） 

福 﨑 弘 （一般社団法人 日本技術者教育認定機構） 

藤 原 英 憲 （社団法人 日本薬剤師会） 

矢 後 和 夫 （社団法人 日本病院薬剤師会） 

山岡由美子 （神戸学院大学薬学部） 

以上、15 名  
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（財）日本薬剤師研修センター

(1)認定実務実習指導薬剤師（厚生労働省補助事業）

認定実務実習指導薬剤師数（都道府県別）
（平成21年7月1日現在）

都道府県 病院 薬局 合計

北海道 239 392 631
青森 35 76 111
岩手 42 73 115
宮城 81 141 222
秋田 28 66 94
山形 32 58 90
福島 51 115 166
茨城 54 127 181
栃木 34 108 142
群馬 29 65 94
埼玉 104 299 403
千葉 161 253 414
東京 365 417 782
神奈川 190 305 495
新潟 51 143 194
富山 25 77 102
石川 29 48 77
福井 20 50 70
山梨 31 70 101
長野 105 240 345
岐阜 33 91 124
静岡 48 134 182
愛知 146 320 466
三重 34 89 123
滋賀 43 71 114
京都 98 199 297
大阪 197 379 576
兵庫 160 322 482
奈良 56 110 166
和歌山 56 46 102
鳥取 13 23 36
島根 14 27 41
岡山 34 71 105
広島 69 173 242
山口 33 45 78
徳島 23 77 100
香川 26 78 104
愛媛 35 89 124
高知 17 35 52
福岡 72 280 352
佐賀 20 53 73
長崎 29 109 138
熊本 36 107 143
大分 28 32 60
宮崎 24 90 114
鹿児島 37 78 115
沖縄 6 12 18

合計 3093 6263 9356



認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ修了者数（都道府県別）
（平成17年度～平成20年度計）

都道府県 病院 薬局 合計
北海道 293 515 808
青森 48 99 147
岩手 40 88 128
宮城 93 181 274
秋田 43 88 131
山形 33 71 104
福島 62 138 200
茨城 60 164 224
栃木 45 150 195
群馬 33 100 133
埼玉 123 342 465
千葉 177 358 535
東京 408 829 1237
神奈川 209 410 619
新潟 72 192 264
富山 27 82 109
石川 31 117 148
福井 23 58 81
山梨 37 95 132
長野 131 262 393
岐阜 39 109 148
静岡 52 170 222
愛知 158 406 564
三重 37 105 142
滋賀 57 102 159
京都 108 258 366
大阪 232 609 841
兵庫 206 486 692
奈良 69 143 212
和歌山 66 67 133
鳥取 15 34 49
島根 16 31 47
岡山 54 121 175
広島 83 204 287
山口 36 52 88
徳島 33 86 119
香川 38 99 137
愛媛 37 96 133
高知 22 46 68
福岡 72 332 404
佐賀 27 52 79
長崎 34 107 141
熊本 42 125 167
大分 32 42 74
宮崎 31 110 141
鹿児島 39 83 122
沖縄 25 36 61

総計 3648 8450 12098



(2)研修認定薬剤師（日本薬剤師研修センター生涯研修認定事業）

研修認定薬剤師数の割合(都道府県別）
（平成21年6月30日現在）

都道府県 薬剤師数 有効な認定証をお持ちの 同左／薬剤師　％

(※) 薬剤師数

北海道 7,555                                          1,711 22.6%
青森 1,457                                            449 30.8%
岩手 1,635                                            381 23.3%
宮城 3,182                                            584 18.4%
秋田 1,434                                            373 26.0%
山形 1,295                                            195 15.1%
福島 2,551                                            406 15.9%
茨城 3,834                                            626 16.3%
栃木 2,324                                            459 19.8%
群馬 2,297                                            456 19.9%
埼玉 8,296                                          1,520 18.3%
千葉 7,861                                          1,320 16.8%
東京 21,772                                        2,975 13.7%
神奈川 12,471                                        2,304 18.5%
新潟 2,967                                            839 28.3%
富山 1,408                                            329 23.4%
石川 1,578                                            524 33.2%
福井 852                                              124 14.6%
山梨 1,117                                            204 18.3%
長野 2,961                                            517 17.5%
岐阜 2,623                                            417 15.9%
静岡 4,858                                            787 16.2%
愛知 8,859                                          1,518 17.1%
三重 2,178                                            363 16.7%
滋賀 1,712                                            312 18.2%
京都 3,225                                            525 16.3%
大阪 13,196                                        1,617 12.3%
兵庫 8,980                                          1,671 18.6%
奈良 1,874                                            412 22.0%
和歌山 1,363                                            199 14.6%
鳥取 782                                              115 14.7%
島根 872                                              238 27.3%
岡山 2,628                                            397 15.1%
広島 4,533                                            901 19.9%
山口 2,318                                            305 13.2%
徳島 1,350                                            314 23.3%
香川 1,506                                            294 19.5%
愛媛 1,922                                            331 17.2%
高知 1,252                                            164 13.1%
福岡 7,229                                            922 12.8%
佐賀 1,351                                            285 21.1%
長崎 2,058                                            492 23.9%
熊本 2,184                                            581 26.6%
大分 1,519                                            253 16.7%
宮崎 1,323                                            223 16.9%
鹿児島 2,157                                            670 31.1%
沖縄 1,519                                            147 9.7%

合計 174,218               30,749                     17.6%

※薬剤師数はH18.12.31現在の医療従事者人数（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査結果」より）
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